
第 1 部 公害の現況 と 公害防止に関 して

講 じた対策

第 1 章 鳥取 県 の 公害 の 概要

約

本県におけ る 昭和 5 0 年度の公害の状況を み る と 、 横ばいない し改善の き ざ しがみ られ、

全体 と して著 る し い汚染は認め られないか、 環境基準を達成 していない水域については、

今後、 更に強力 な対策を講ず る必要があ る 。

以下 、 環境保全の現状について述べる 。

1 大 気 汚 染

大気汚染原因物質の現状は下。己の と お り であ る 。

硫 黄 酸 化 物…… ばい煙発生施設が増加 した と はい え 、 環境基準を満足 してお り 、

硫黄酸化物の汚染の進行 も 認め られない。

一 酸 化 炭 素……昨年 と 比べ若干増加してい る と はい え 、 環境基準をかな り 下回

っ てい る 。

窒 素 酸 化 物……二酸化窒素濃度は、 現在の と こ ろ問題 と な る よ う な数値ではな

し 、 。

◎

ぞ連度こと ザ･ ･現況召す 、 オ キ シダン ト 被害の発生はなぃ も の と思われ る o
ア サ ガ オに よ る光化学スモ ッ グ観察結果か ら も 、 オ キ シダ ン ト

に よ る被害は認め られなか っ た。

浮遊粒子状物質 ･ ･ 環境基準 を満足 してい る 。

以上の こ と か ら 、 本県の大気は清浄で あ る と い え る 。

公共用 水域の水質

公共用水域の水質の現状 は下。己の と お り であ る 。

( 健康項目 )

県下河川の調査結果では、 環境基準に適合し てお り 、 水質は清浄であ っ た 。

( 生活環境項 目 )

1 級河川… ･ ･千代川、 天神川 、 日野川の下流部類型A 、 上流部類型A Aで清浄で

2 級河川

都市河川･ ･

あ る 。 B O D ( 生物化学的酸素要求量 ) についてみ る と 、 三河川 と

も 前年よ り き れいに な っ てい る 。

…殆ん どの河川の水質はおおむねよ く な っ てい る 。

･ ･ B O D についてみ る と 、 旧袋月 - ( 河川類型C相当 ) は前年 と るま と ん

ど変 っ ていない 又玉川 ( 河川類型E 相当 ) は前年よ り 良 く な っ て



い る が、 旧加茂川 ( 河川類型 E よ り 悪い ) は 、 前年よ り 若干悪化 し

てい る 。

湖 沼…… C O D ( 化学的酸素要求量 ) についてみ る と 、 東郷池 ( 湖沼頻度｣ C

相当 ) は前年 よ り 良 く な っ てい る か、 湖山池 ( 湖沼類型 C 相当 ) 、

多鯰池 ( 湖沼類型 B相 当 ) 及び中海 ( 湖沼類型 B~ C 相当 ) は 、 前

年よ り 悪化 してい る 。

海 域… ･ ･ C O D についてみ る と 、 美保湾 ( 海域類型A~ B相当 ) は前年 よ り

若干悪化 し てい る が、 日 本海沿岸海域 ( 海域類型A 相当 ) は前年よ

り 良 く な っ て い る 。

騒 音

騒音に関す る 公害苦情 を発生源別に見 る と 金属 、 機械 、 木材加工工場等か ら 発生 す る

騒音が多 く 、 又住居地域で は、 ク ー リ ン グ タ ワ ー 、 ク ー フ 一 等のモ ー タ ー音が主要な発

生源と な っ てい る 。 こ の他、 一部地域ては 自動車の走行騒音か問題 と な っ てい る か 、 今

後 自動車の保有台数、 走行量の増加、 車の大型化に伴 っ て騒音に よ る 被害発生か増加す

る も の と考 え ら れ る 。

悪 臭

本県の悪臭苦情は 、 畜産業、 食品加工業、 パル プ製造業に関す る も のか中心にな っ て

い る 。 悪臭の原因物質は 、 その発生源によ り 一律で はな く 、 又その発生源 も 多岐にわた

っ てい る た め 、 こ れ を完全に防止す る こ と は極めて困難で あ り 、 又悪臭は感覚的要素が

多いた め地域住民の被害意識 も 一様でない等複雑 な面かあ る 。

昨年度県下の規制地域内におけ る実地銅査で は , 水産加工業、 し尿処理場、 養豚場の-

部で ア ン モ ー ア 、 メ チル メ ル カ ブタ ン等の悪臭物質について基準値を こ え る も のかみ ら

れた以外 は問題 と な る 値ではなか っ た 。

水銀等重金属類の汚染状況

(U 土 じ ょ う 、 農作物調査

水田及び畑地について調査を行 っ たか 、 鳥取市滝山の水田て 、 銅について農用地の

土壌汚染対策地域の指定要件 1 2 5 p皿 を上回 る 値が検出 さ れてい る 。

玄米、 サ ト イ モ 、 ナ シ についての澗査で は 、 問題 と な る数値は検出 さ れていない

(2) 魚ヂ類調査

県内産及び県外産の魚介類について総水銀の搦査を行っ たか、 いすれ も 暫定的規制

値を下回 っ て い る 。

P C B の汚染状況

食品 ( 魚介類、 牛乳、 肉 、 卵、 乳製品 ) 容器包装について圀査 を行 っ たが 、 いずれ

も 暫定的規制値を下回 っ て い る 。
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第 2 章 大 気 汚 染

第 1 節 大 気汚染 の 現況

1 硫黄酸化物

昭和 5 0 年度 、 鳥取市 ( 県衛生研究所 ) におけ る溶液導電率法によ る 、 ニ酸化硫黄濃

度自 動測定結果は表 1 の と お り であ る 。

1 時間値の年平均値は 0 0 1 9 p皿であ り 、 測定開始の昭和 4 7 年度 と比較す る と 若

干増加の傾向はあ るが 、 環境基準を は る かに下回 っ てい る ( 図 2 参照 ) 。

ま た 、 本県においては昭和 4 5 年か ら 錨市 ( 鳥取市 、 倉吉市、 米子市及び境港市 ) の

@ 市街化区域こおいて二酸化鉛法によ る硫黄酸化物の濃度測定を実施し てい るが ･ その結
果は表 2 の と お り てあ る 。

昭和 5 0 年度の平均値の最高は倉吉市 日 交バ ス新町営業所の 0 2 4 3 吻 S03 / 日/

1 0 0 潴 P bo 2 ( 以下単 に囮“ ) 、 最低は米子市N H K住吉中継所の o. o o 5 吻であ り 、

過去 4 年間の数値 と 比較す る と 、 ばい煙発生施設が増加し た と はい え 、 硫黄酸化物の汚

染の進行は認め ら れないo

表 1 昭和 5 0 年度二酸化硫黄濃度自動測定結果 ( 測定場所 県衛生研究所 )

◎

測定年月
有効
測定
日 数

測定

時間

日 平 均 値 が
0 04皿以下の
日数とその割合

1 時間値

の最高値

1 時間値

の最低値
月平均値

環境基準
適合割合

鑓 I難
日 時間 日 % P卯 %

5 0 4 2 8 6 6 6 2 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 1 5 1 0 0 100

5 2 9 6 9 4 2 9 1 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 0 1 00

6 2 7 6 4 1 2 7 1 0 0 0 0 4 0 0 1 8 0 0 2 6 1 0 0 1 00

7 3 0 7 0 1 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 2 5 1 0 0 100

8 3 0 7 0 9 3 0 1 0 0 0 0 3 00 1 1 0 0 2 2 1 0 0 100

9 2 9 6 8 9 2 9 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 100

1 0 3 1 7 3 9 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 1 4 1 0 0 100

1 1 2 7 6 4 8 2 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 1 4 1 0 0 100

1 2 2 9 6 8 9 2 9 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 l 8 1 0 0 100

5 1 1 2 9 6 8 6 2 9 1 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 1 7 1 0 0 100

2 2 9 6 8 8 2 9 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 7 1 0 0 100

3 3 1 7 9 9 3 1 m o 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 100

。1 3 4 9 8 2 8 9 3 4 9 1 0 0 0 0ル穂高 0 0脇繭最低 0 0 1蜘室平均 1 0 0 100

有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上あ る 日 数であ る 。



表 2 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物の濃度測定結果
( 単位 彬 Sq //乱/ 1 00 露 P b02 )

測 定 地 点 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度

鳥 取 市

鳥 取 警 察 署 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 8 3

鳥 取 家 政 高 校 0 1 7 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 7 1

鳥 取 市 立 病 院 0 2 7 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 1 1 7

鳥 取 保 健 所 0 1 5 0 0 1 6 0 0 0 9 2 0 0 6 6

山 陰 合銀 鳥 取支店 0 1 7 0 0 1 7 0 0 1 2 0 0 1 0 3

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所 0 0 5 3 0 0 5 2 0 0 3 8 0 0 5 2

日 交バス新町営業所 0 2 3 9 0 1 5 3 0 1 8 3 0 2 4 3

県 立 厚 生 病 院 0 0 5 7 0 0 4 8 0 0 4 2 0 0 5 9

日 ノブ増収上丼営業所 0 0 6 3 0 0 8 4 0 0 8 6 0 0 8 9

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地 0 1 2 4 0 1 0 1 0 0 7 9 0 0 5 9

N H K 住吉 中継 所 0 0 7 7 0 0 8 0 0 0 1 9 0 0 0 5

皆 生 温 泉 会 館 0 2 1 2 0 1 3 9 0 1 6 1 0 1 3 0

米 子 保 健 所 0 2 1 5 0 1 4 2 0 1 2 3 0 1 2 3

米 子 商 工 会 議 所 0 3 5 0 0 1 5 3 0 2 1 0 0 1 8 9

西 部 総 合 事 務 所 0 4 5 2 0 2 9 5 0 2 6 8 0 1 7 5

日 吉津村 日 吉津村新 田 部 落 0 1 7 4 0 0 8 3

境 港 市

済 生 会 境 港 病 院 0 3 7 1 0 2 6 3 0 2 0 2 0 1 8 1

境 港 警 察 署 0 0 3 7 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 8

米 南 高 境 分 枚 0 0 6 9 0 0 5 5 0 0 2 4 0 0 0 7

麦 3 二酸化鉛法に よ る硫黄酸化物汚染度の評価

汚 染 度 吻 SQ3 //日/1 00(流 p b 02 評 価

汚 染 度 第 1 度 0 5 以 上 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

" 第 2 度 1 0 以 上 2 0 未 満 普 通 度 の 汚 染

" 第 3 度 2 0 以 上 3 0 未 満 中 等 度 の 汚 染

" 第 4 度 3 0 以 上 4 0 未 満 や や 高 度 の 汚 染

" 第 5 度 4 0 以 上 高 度 の 汚 染

P b02法に よ る Sq汚染度の判定基準 ( 寺部 )
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表 4 県内重油消費量の推移 ( 単位 泌 )

種類
平均硫
黄分(%)

4 4 年度 45 年度 46 年度 47 年度 48 年度 49 年度 50 年度

A重油 0 9 5 6 3 2 6 7 8 1 9 3 9 6 9 1 2 1 0 3 2 5 5 1 1 8 3 3 9 1 0 7 5 5 4 1 1 2 9 3 2

B 重油 2 4 4 7 6 0 7 4 7 9 0 7 5 3 5 8 8 5 5 7 0 4 5 8 1 4 7 5 6 1 7 6 6 8 2 2 5

C 重油 3 0 8 2 6 1 3 1 0 3 6 0 1 1 0 7 5 6 2 1 1 0 9 2 3 1 1 1 7 7 5 1 0 1 5 3 5 1 1 6 7 4 3

。十 1 8 6 5 4 6 2 2 9 7 0 1 2 5 8 0 6 2 2 6 9 8 8 2 2 8 8 2 6 1 2 6 52 6 5 2 9 7 9 0 0

( 県生活安定対策室調べ )

2 一酸化炭素

昭和 5 0 年度、 鳥取市 ( 日 交旅行セ ン タ ー前 ) におけ る 、 一酸化炭素濃度測定結果 (

定電位電解法 ) は表 5 の と お り であ る 。

1 時間値の 1 日 平均値は最高 9 8 p即 ( 昭和 4 9 年度 7 7 p皿 ) 、 1 時間値の 8 時間平均

値は最高 1 5 6 皿 ( 昭和 4 9 年度 1 4 1 p皿 ) と 昨年 と比べ若干増加 してい る と はい え 、

環境基準 をかな り 下回 っ てい る 。

表 5 一酸化炭素濃度測定結果 ( 測定場所 : 日交旅行セ ン タ ー )
( 定電位電解法 ) ( 単位 皿 )

測 定 年 月 日 1 時間値の 8 時間平均値 1 時間値の 1 日 平均値

5 0 4/ 1 8 ~ 4/ 1 9 6 3 3 7

5/ 1 6 ~ 5/ 1 7 8 7 5 0

6/ 5 ~ 6/ 6 6 1 3 6

7/1 8 ~ 7/ 1 9 7 4 5 0

8/ 2 2 ~ 8/ 2 3 1 5 6 9 7

1 0/ 3 ~ 1 0/ 4 1 4 8 9 8

1 0/2 4 ~ 1 0/ 2 5 1 0 4 5 6

1 1/ 2 1 ~ 1 1/2 2 1 4 3 6 9

1 2/ 1 2 ~ 1 2/ 1 3 1 2 6 6 1

5 0 1 /3 0 ~ 1/ 3 1 8 5 5 0

2/2 0 ~ 2/2 1 8 8 5 4

3/1 8 ~ 3/ 1 9 6 6 3 7

年 平 均 1 0 0 5 8

環 境 基 準 2 0 0 1 0 0

◎

ま た、 図 1 の と お り 自 動車保育台数が年々増加 し 、 自 動車排ガス によ る 大気の汚染が

考 え られ る た め 、 昭和 4 7 年か ら 3 市 ( 鳥取市、 倉吉市 、 米子市 ) において一酸化炭素

の 自動測定 を実施してい る が、 本年度は若干高い値 と な っ てい る も のの 、 環境基準をか

な り 下回 っ てい る 。 ( 表 6 参照 )
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図 1 県内 自動車保有台数の推移

& 1 万台

S 4 4 3 g昼コ仝"套ズ仝×ゑ当&"&疊& ( 7 2 1 8 2台 )

4 5 3 &昼食&&&&&& ( 8 5 ー 8 2台 )

4 6 3 昼食昼食&&昼食&& ( 1 0 0 1 2 8台 )

4 7 3 昼食昼食ゐゐ&&&&&& ( 1 1 7 3 5 3台 )

4 8 3 会食AM斡纖る&&& ( ー 3 3 6 3 1 台 )

4 9 3 昼食&&&&昼食&&&&&&& ( 1 4 8 , 8 9 6台 )

　　　　　 　　　　　　　　　　

5 0 3 とも ( 1 6 0 3 0 6台 )

公&&&昼食昼食&&&&&&ゐ

5 1 3 6もとb ( 1 6 9 , 1 7 4台 )

表 6 一酸化炭素濃度 自動測定結果 ( 単位 p皿 )

≧きミ遮
昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度

1 時間値
の 8 時間
平 均 値

1 時間値
の 1 日

平 均 値

1 時間値
の 8 時間
平 均 値

1 時間値
の 1 日

平 均 値

1 時間値
の 8 時間
平 均 値

1 時間値
の 1 日

平 均 値

1 時間値
の 8 時間
午 れ 値

1 時間値
の 1 日

平 均 値

鳥取
日 交 旅 行
セ ン タ ー前

7 7 5 3 8 1 4 5 7 1 3 9 1 0 0 5 8

倉吉 打 吹 駅 前 4 7 4 2 3 8 2 1 2 5 1 6 5 3 3 6

米季 明治生命前 6 0 3 2 6 1 3 7 6 7 4 4

囲 日 交旅行セ ン タ ー前は毎月 1 回連続 2 4 時間測定 し たブ ー タ の年平均値。

打吹駅前は昭和 4 7 年 1 0 月 1 8 ~ 1 9 日 、 昭和 4 8 年 6 月 5 ~ 6 日 、 昭和 4 9 年

6 月 5 ~ 6 日 、 昭和 5 0 年 6 月 1 0 ~ 1 1 日 のブ ー タ 。

明治生命は昭和 4 7 年 1 0 月 1 7 ~ 1 8 日 、 昭和 4 8 年 6 月 4 ~ 5 日 、 昭和 5 0 年

6 月 9 ~ 1 0 日 のブ ー タ 。

3 窒素酸化物

昭和 4 8 年 5 月 か ら 、 ザル ツ マ ン試薬 を用 い る 吸光光度法に よ る 自動測定を 鳥取市 (

県衛生研究所 ) にわ いて開始 してお り 、 昭和 5 0 年度の測定結果は表 7 の と お り であ る 。

結果は環境基準に定め る 1 時間値の 1 日 平均値 o 0 2 p随 を上回 っ た 日 が見 う け られ る

が 図 2 ) 年平均値で は o o 1 5 p皿 ( 昭和 4 9 年度 0 0 1 1 p随 ) てあ り 、 若干高い値に

な っ て はい る も のの 、 長期的には まだ環境度は低い値 と い え る 。

ま た 、 次 に述べる オ キ シ ダ ン ト測定結果か ら も わか る よ う に 、 鳥取市におけ る二酸化

窒素濃度は 、 光化学オ キ シダ ン ト 発生の二次的誘引物質 と し て は 、 現在の と こ ろ問題 と

な る よ う な数値では ない。
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表 7 昭和 5 0 年度窒素酸化物濃度測定結果 ( 測定場所 県衛生研究所 )

測定年月

二 酸 化 窒 素 ( N02 ) 一酸化窒素 ( NO ) 窒素酸化物 ( N鋺十NO )

有効
測定
日数

測定

時間

日 平均値か
0 0 2p即以 下
の 日数 と そ
の 割 合

月 平

均 イー吉

1 時間
イー臼 の
最高値

1 時間
値 の
最低値

有効
測定
日数

測定

時間

月 平

物 値

1 時間
値 の
最高値

1 時間
値 の
最低値

有効
測定
日 数

測定

時間

月 半

物 値

1 時間
値 の
最高値

1 時間
値 の
最低値

日 時間 日 % P即 日 時間 P即 日 時間 P即

S 5 0 4

5

6

7

8

1 0

1 1

1 2

2 9

2 9

2 7

2 7

3 0

2 9

2 9

1 2

2 1

6 9 2

6 9 6

6 4 1

6 3 8

7 0 5

6 9 3

6 9 1

1 8 7

5 0 4

2 8

2 8

2 7

2 7

3 0

2 5

2 2

8

1 1

9 6 6

9 6 6

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

8 6 2

7 5 9

6 6 7

5 2 3

0 0 1 0

0 0 1 3

0 0 1 0

0 0 1 1

0 0 1 2

0 0 1 6

0 0 1 7

00 1 6

0 0 2 2

0 0 6

0 0 5

0 0 6

0 0 5

0 0 4

0 0 7

0 0 7

0 0 7

0 0 8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 9

2 9

2 7

2 8

3 0

2 9

2 9

1 2

2 1

6 9 2

6 9 6

6 4 1

6 6 3
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0 0 0 3
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0 0 2 1
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有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上あ る 日 数



図 2 大気汚染物質自 動測定結果 ( 測定場所 : 県衛生研究所 )

環 境 蕪 蝉 ( 1 時 間鎖 0 1 " )
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4 オ キ シダ ン ト

昭和 4 8 年 6 月 か ら 、 中 性 ヨ ウ化 カ ク ウ ム溶液を用い る 吸光光度法に よ る 自動測定 を

鳥取市 ( 県衛生研究所 ) において開始し てお り 、 昭和 5 0 年度の測定結果は表 8 の と お

り であ る 。

結果に よ れば、 環境基準に定め る 1 時間値 o o 6 p皿を上回 っ た 日が 3 日 ( 1 0 時間 )

あ る が 、 1 時間値の最高値は 0 0 8 皿で あ り 、 大気汚染防止法第 2 3 条に定め ら れてい

る緊急時の濃度 o 1 5 p皿 と比較して も 、 現況ではオ キ シ ダン ト被害の発生はない も の と

思われる ( 図 2 ) 。

読売新聞社及び各都道府県が主体 と な っ て 、 昭和 5 0 年度に実施 した ア サガオによ る

光化学ス モ ッ グ観察調査 ( 調査地点、 用瀬中学校、 鳥取東中学校 ) 結果か ら も オ キ シダ

@ ン ト に よ る 被害は認め られなかっ た 。

表 8 昭和 5 0 :年度 オ キ シダン ト濃度測定結果 ( 測定場所 : 県衛生研究所 )

@

測定年月
有 効
測定日数

測皰嚇闘 月平均値

1 時間値が0 0 6

p皿 を こ えた時間

数 と その割合

1 時間値が0 1 5
皿以上 と な っ た
こ と のあ る 日数
と その割合

1 時間値

の最高値

日 時間 PPm 時間 % 日 % P皿

S 50 4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

S 5 1 1

2

3

3 0

3 0

2 8

3 1

3 0

3 0

2 6

2 8

3 1

2 9

2 5

3 0

7 1 2

7 1 7

6 6 7

7 3 4

7 0 5

7 1 5

6 2 0

6 6 5

7 1 6

6 8 7

5 9 0

7 1 4

0 0 1 9

0 0 1 8

0 0 1 3

0 0 1 1

0 0 1 0

0 0 1 4

0 0 1 5

0 0 1 1

0 0 1 4

0 0 1 7

0 0 2 3

0 0 2 4 000004400002
O

0

0

O

O

0 6

0 6

O

O

0

0

0 4 Û〔U〔ÛÛÛÛÛÛÛÛÛU 00000000000O
0 0 4

0 0 4

0 0 5

0 0 4

0 0 5

0 0 8

0 0 7

0 0 5

0 0 4

0 0 4

0 0 5

0 0 7

計 3 4 8 8 2 4 2 0搖,. 1 0 0 1 O O 0襁“.
有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上あ る 日数



浮遊粒子状物質

昭和 4 8 年 9 月 か ら デジ タ ル粉 じん。十 ( 柴田 A - 6 3 2 型 ) 及 び ロ ー ボ J ウ ム エ ア

サ ンプ フ ー によ る 浮遊粒子状物質 ( 大気中 に浮遊 してい る 粉 じ んの う ち粒径が 1 0 ･ ク

ロ ン以下の も の ) 自 動測定を 鳥取市 ( 県衛生研究所 ) において開始 してお り 、 昭和 5 0

年度の測定結果は表 9 の と お り であ る 。

結果は環境基準に定め る 1 時間値の 1 日平均値 0 1 増/ ガ を上回 っ え 日 は 5 日 てあ り 、

こ れ は昭和 5 0 年 4 月 ~ 5 1 年 3 月 ま での有効測定 日 数のお よ そ 1 5 パー セ ン ト に相当

し 、 ま た 1 時間値 0 2 吻ノノ ガ を上回 っ た時間は 1 5 時間て 、 こ れは有効嵐独定時間の o 2

パ ー セ ン ト に相 当す る か 、 年平均値をみ る と o o 4 2 栩タノ ガ と かな り 低い値であ り お

おむね環境基準を満足 してい る と い え よ う 。

表 9 昭和 5 0 年度浮遊粒子状物質測定結果 ( 測定場所 県衛生研究所 )

測定年月
有効
測定
日数

測定

時間

月

平均値

最 高 値 1 時間値か0 2 0
噂/#を こ えね時
間数 と その割合

日 平均値か0 1 0
符/ # を こ えた
日数 と その割合商 潅 枠端

日 時間 場ソガ 吻%ゼ 時間 % 日 %

S 50 4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1

2

S 5 1 3

2 5

28

24

2 1

28

3 0

2 8

26

2 9

2 8

2 9

3 1

5 9 5

6 70

56 4

4 9 2

6 50

705

6 6 9

6 1 4

689

66 3

6 8 8

740

0 0 3 2

0 0 4 9

0 05 4

0 0 3 4

0 038

0 0 35

0 0 57

0 05 5

0 0 4 5

0 0 3 1

0 035

0 04 3

0 1 3

0 27

0 1 6

0 5 5

0 1 6

0 1 2

0 1 9

0 2 9

0 1 8

0 1 8

0 1 2

0 1 5

0 0 6

0 1 0

0 1 1

0 07

0 0 9

0 0 8

0 1 1

0 1 3

0 07

0 0 7

0 66

0 08

O

1

O

4

O

O

0

1 0

O

0

O

O

O

0 1

O

0 8

0

O

O

1 6

0

O

O

O ÛハU1▲̂UハÛU1▲RŶÛÛÛU
O

0

4 2

O

0

O

3 6

1 1 5

O

O

0

0

計 32 7 7 , 7 3 9 製窪鬘覇値
0 5馨キノ
年最高値

0単3ノノ
年最高値

1 5 0 2 5 1 5

有効測定 日 数と は、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上あ る 日 数

6 降下ぽい じん

昭和 4 6 年 9 月 か ら ブ ポシ ッ ト ケ ー シ法に よ る 降下ぽい しん ( 粉 じんの う ち粒径か大

き く 自重に よ り 降下す る も の ) 量の測定 を 3 市 ( 鳥取市、 米子市、 境蓉市 ) で 、 ま た 、

昭和 4 7 年度か ら は倉吉市 を加え 、 現在 4 市で実施 してい る 。 昭和 6 年か ら 昭和 5 0

一 1 0 -



年度ま での測定結果は表 1 0 及 び図 3 、 4 、 5 、 6 の と お り であ る 。

経年変化か ら推定 し て、 県下 4 市 4 地点にお け る降下ぱい じん量は軽微な汚染の部類

に入 る と言 えよ う 。

表 1 0 昭和 4 6 年~昭和 5 0 年度降下ぽい じん量測定結果
( t o n//嬬/m o n t h )

翁まき
昭和 46年度 昭和 47年 度 昭和 4 8年度

最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均

鳥取
山陰合同銀
行鳥取支店

1 7 4 0 6 7 0 l 0 2 2 4 8 0 4 7 3 1 5 4 7 0 0 1 8 1

倉吉 倉吉市役所 1 1 8 6 0 8 1 4 2 6 6 2 1 5 4 3 6

米子 米子警察署 1 3 4 4 8 7 2 1 0 8 1 4 3 7 1 6 9 7 7 1 7 9 6 1 7 5 9 3

境港
済 生 会
境 港 病 院

1 2 4 7 5 7 7 9 4 1 5 4 2 3 3 5 7 7 2 1 0 3 2 9 9 1 0 8

詠ま建製さ
昭和 49年度 昭和 5 0 年

最高 最低 平均 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

鳥取
山陰合同銀
行鳥取支店

1 2 1 2 2 9 6 7 2 6 6 8 7 6 4 2 5 8 3 7 5 5 8 7 4 7 0

倉吉 倉吉市役所 9 6 7 1 3 5 4 3 3 5 3 5 5 8 3 5 0 2 1 4 5 2 9 2 1 6

米子 米子警察署 7 7 8 1 8 8 4 5 3 5 0 3 7 5 19 3 1 8 0 3 0 7 2 9 1

境港 凝 港生病 後 2 3 6 3 0 7 7 65 3 3 8 4 0 9 1 8 5 2 0 8 3 3 3 2 8 4

翁遊ぼ迦"
昭和 51 年 昭 和 50年度

10 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 最高 最低 平均

鳥取
山陰合同銀
行鳥取支店

6 4 7 5 9 9 8 3 5 9 6 5 5 2 5 452 9 6 5 2 5 8 6 0

倉吉 倉吉市役所 63 9 6 8 5 7 1 3 3 9 8 4 8 6 5 7 9 7 1 3 2 1 4 4 8

米子 米子警察署 2 7 0 5 7 0 6 1 3 7 2 1 5 2 6 5 5 1 72 1 1 8 0 4 1

境港
済 生 会
境 港 病 院

3 8 8 6 2 5 9 5 0 5 1 0 4 3 5 9 5 0 1 8 5 42

- 1 1 一



図 3 鳥取市 ( 山陰合同銀行鳥取支店屋上 ) の降下ばい じん

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月

図 5 米子市 ( 西部総合事務所 ) の降下ぽい じん

汚簸
降下ばい じん霞
( t /屋/月 )

評 価

1 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

1 0以上 2 0 未満 中等度の汚染

3 2 0 以 上 高 度 の 汚 染
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汚梨魔 降下ぽい しん暈 評 価汚簸
降下ぽい しん暈
( も /ね/月 )

評 価

1 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

2 以 家横 中等度の汚染

3 2 0 以 上 高 度 の 新 築

:.

垂

劇剛禰を剛朧町
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- 1 2 一

図 6 境港市 ( 済生会境港病院 ) の降下ぽい じん

　　　　　
テギノ ノ 汐 孑開こょ る降下‘割 、 し′し者梨箕驫紹輛

I 汚 朶度
降下ばい しん櫨

( t /ね/月 )
平 面

1 1 0 不 問 軽 微 な 乾 燥

1 0以 上 2 0 不細 中等度の汚染

3 2 0 以 上 燧 筬 の 汚 染
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第 2 節 大 気汚染防止対策

1 大気汚染に係 る環境基準

公害対策基本法第 9 条第 1 項の規定に基つ き 、 人の健康を保養 し生活環境を保全す る

う えで維持 さ れ る こ と が望ま し い基隼 と し て 、 皓和 4 4 年 2 月 、 いお う 酸化物に係 る環

境基準か定め られた 。 その後、 複雑多様化す る大気汚染公害に対 し 、 測定機器の分析方

法の開発等によ り 、 種々 の汚染物質の人体に与 え る影響が次第に解明 さ れ 、 こ の環境基

準 も 逐次対象物質の追加、 基準の強化か行われて来た。

現在下表の 5 物質について 、 環境基準か定め られてい る 。

表 1 1 大気汚染に係 る環境基彗 離日盤踞品 目 霞鼎舞霧霧既製墜 , ヤ
物 質 ニ酸化いお う 一酸化炭素

浮遊粒子状
物 質

二酸化窒素
光 化 学
オキシタ ン ト

環境上の

条 件

1 時間値の 1

日平均値が

0 0 4 p皿以下で

あ り 、 かつ、

1 時間値がo 1

pm以下であ る

こ と 。

1 時間値の 1

日 平均値が1 0

ppm以下であ り 、

かつ、 1 時間

値の 8 時間平

物値が20ppm以

下であ る こ と 。

1 時間値の 1

日平均値が

0 1 5 栩#/# 以

下で あ り 、 か

つ ･ 1 時間値

か0 20 噂/#

以下であ る こ

と 。

1 時間値の 1

日平均値が

0 02 p皿以下で

あ る こ と 。

1 時 間 値 が

0 0 6 P即以下で

あ る こ と 。

測定方法

溶液導電率法 非分散型赤外

分析計 を用い

る方法

濾過捕集によ

る 重量濃度測

定方怯又は 、

こ の方法によ

っ て測定 され

た重量濃度 と

直線的な関係

を有す る量が

え ら れ る 光散

乱法

サル ツ マ ン試

薬を用い る 吸

光光度法

中性 ヨ ウ化 力

ノ ウ ム溶液を

用 い る 吸光度

法又は、 重量

法

=

　

備 考

1 浮遊粒子状物質 と は 、 大気中に浮遊す る粒子状物質て あ っ て 、 その粒径が 1 0

ミ ク ロ ン以下の も の をい う 。

2 光化学オ キ シダ ン ト と は 、 オ ゾ ン 、 パー オ キ シア セ チル ナ イ ト レ ー ト 、 その他

の光化学反応によ り 生成 さ れ る酸化性物質 ( 中 性 ヨ ウ化 カ ノ ウ ム溶液か ら ヨ ウ素

を遊離す る も のに限 り 、 二酸化窒素 を除 く ) を い う 。

一 1 4 一
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法 、 条例に よ る規制

(U 大気汚染防止法

大気汚染防止法の し く み と し ては 、 施設の種類を定め ( 現在 、 ばい煙発生施設 2 8

種 、 粉 じ ん発生施設 5 種 ) 各施設 を設置 し よ う と す る 者、 及び、 現に設置 してい る施

設を変更 し よ う と す る者に対 して は、 届 出の義務 ( 大気汚染防止法第 6 条設置届 、 同

法第 8 条変更届 ) を 課 し 、 ま た 、 ばい煙排出者の遵守すべ き排出基準に従い、 こ の排

出基隼に適合し ない場合、 知事は施設に対 し直罰 を下す ( 同法第 1 3 条 ) か、 あ る い

は 、 。十面変更や改善を命 じ ( 同法第 1 4 条 ) 、 これに従わ ない場合は罰則が適用 さ れ

る 。

現在 、 いお う 酸化物 ･ ぽい じん 、 窒素酸化物について 、 排出基準が定め られてい る

が、 こ の う ち 、 いお う 酸化物については排出 口の高 さ に応 じて定め ら れた いお う酸化

物の許容限度 と し て 、 県下一率 孑 = K × l o 3 H e 2 ( # : 1 時間当 た り の いお う 酸化

物排出量、 H e : 有効煙突高 、 K ; 排出係数 ) と 定め ら れてい る 。 本県は、 昭和 4 9 年

4 月 1 日 、 従前の K = 2 2 2 か ら K = 1 7 5 に強化 さ れた 。 一方、 ばい じんについて

は、 施設の種類及ひ規模 ご と に排出基準値が定め ら れてい る 。 窒素酸化物については、

昭和 4 8 年 8 月 2 日 付で政令、 総理府令の改正によ り 排出基準が定め ら れたが、 更に

昭和 5 0 年 1 2 月 1 0 日 付で規制が強化 さ れた 。

こ れによ れば新たに設置する施設について は昭和 5 0 年 1 2 月 1 0 日 か ら 、 既設の

も の は昭和 5 2 年 1 2 月 1 日 か ら 一定規模以上のホ イ フ ー 、 金属 、 石油加熱炉、 セ メ

ン ト焼成炉、 硝酸製造施設、 コ ー ク ス炉について排出基準が適用 さ れる が ( 既設の硝

酸製造施設について は昭和 5 1 年 7 月 1 日 か ら適用 ) 、 本県において は前。己施設の う

ち 、 規制対象規模以上の施設は ない。

県で は 、 排出基準の遵守 を監視す る ため 、 県内各保健所及び衛生研究所を通 じて 、

施設に立入検査を行い 、 重油の抜 き取 り 検査、 陸道測定等を実施 し 、 排出基準 を上回

っ てい る場合には施設設置者に対 し 、 低いお う 分燃料への切替 え 、 実煙突高の補正、

施設稼動条件の検討、 集 じん装置の設置等について指導を行い 、 施設の改善に当た っ

てい る 。

昭和 5 0 年度末現在におけ る ばい煙発生施設は表 1 2 、 ま た粉 じん発生施設は表

1 3 改善指導の状況は表 1 4 の と お り で あ る 。
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表 1 2 大気汚染防止法に基づ く ばい煙発生施設種類別届出数

( 昭和 5 1 年 3 月 3 1 日 現在 )

施設＼、＼＼保、健所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 計

ボ イ フ ー
1 5 2

( 1 1 7 )

1 6

( 1 4 )

1 6

( 1 2 )

6 5

( 5 0 )

1 7 5

( 1 3 6 )

1 2

( 1 0 )

4 3 6

( 3 3 9 )

転 炉 (一 (一 ←) ←) (一 を) (一

溶 解 炉 (-) (一 ←) ぐ)

1 0

( 1 ) (-〕

1 0

( 1 )

加 熱 炉
1

( 1 ) (-) ←)

9

( 1 )

2 6

( 1 ) (-)

3 6

( 3 )

焼 成 炉
1

( 1 ) (一 (-) ぐ)

5

( 2 ) ←)

6

( 3 )

直 火 炉 (-) (一 ←) ←)

2

( 1 ) ←)

2

( 1 )

乾 燥 炉
7

( 6 )

3

( 3 ) ←)
7

( 7)

5

( 5)

1

( 1 )

2 3

( 2 2 )

電 気 炉
(-) (-) ←) ←)

2

( 1 ) (一

2

( 1 )

廃 棄物 焼 却 炉
6

( 6 )

9

( 7 )

2

( 1 )

5

( 5 )

2 6

( 1 5 )

8

7)

5 6

( 4 1 )

計
1 6 7

( 1 3 1 )

2 8

( 2 4 )

1 8

( 1 3 )
8 6

( 6 3 )
2 5 1

( 1 6 2 )

2 1

( 1 8 )

5 7 1

( 4 1 1 )

注 ( ) は事業場の数であ る 。

表 1 3 大気汚染防止法に基づ く 粉 じん発生施設種類別届出数

( 昭和 5 1 年 3 月 3 1 日現在 )

施設、＼＼保＼建所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 計

堆 積 場 2 1 1 4 8

ベル ト コ ンベアー

バケッ トコンパベア‐
2 4 4 2 1 2

破砕機 ･ 座砕機 4 6 1 4 4 1 9

ふ る い 1 1 1 3

計
8

(5 )

1 2

( 4 )

3

( 2 )

1 2

( 6 )

7

( 2 )

4 2

( 1 9 )

rも ! 注 ( ) は事業場の数であ る 。
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表 1 4 ばい煙発生施設の改善指導件数

政令番号 施 設 名

昭和 4 8 年度 昭和 4 9 年度 昭和 5 0 年度

届 出
累計数 麒

届 出
累計数 聾 嬢

届 出
累計数 窪 嬢

1 ボ イ フ ー 3 8 1 9 4 1 7 1 2 1 4 3 5 1 6 0

4 転 炉 1

5 溶 解 炉 1 0 1 2 1 0 1 1 0

6 加 熱 炉 3 4 6 3 5 2 3 6

9 焼 成 炉 8 5 6 2 6

1 0 直 火 炉 2 2 2

1 1 乾 燥 炉 2 2 6 2 3 1 2 2 4 1 2

1 2 電 気 炉 2 7 2 1 2

1 3 廃棄物 焼 却 炉 4 2 3 4 7 3 4 5 5 2 0

総 計 5 0 2 4 8 5 4 2 1 7 3 5 7 0 1 9 2

県下の全ばい煙発生施設が同時に稼動 した と 想定 し た場合地域別の排出硫黄酸化物

量は図 7 の と お り と な る 。

県では昭和 4 7 年度か ら 、 鳥取市において、 硫黄酸化物の 自動測定 ( 県衛生研究所 )

及び、 一酸化炭素の 自動測定 ( 日交旅行セ ン タ ー前 ) を 開始 し 、 昭和 4 8 年度か ら は 、

オ キ シ ダ ン ト 炭化水素 ･ 窒素酸化物 浮遊粒子状物質の 自動測定を行っ てい る 。 (現

況について第 1 章参照 ) 。

県下のばい煙発生施設の約半数 ( 2 5 1 施設 ) が設置 さ れてい る 西部地区、 特に米

子市において 、 昭和 4 9 年度後半か ら 、 硫黄酸化物 自動測定機に よ り 二酸化硫黄の環

境濃度測定を開始 したか、 今後各種大気汚染物質の測定機器を整備 し 、 県内広域にわ

た っ て大気汚染の実態をは握 してい く こ と と してい る 。

- 1 7 -



図 7 地域別いお う 酸化物排出量 ( 立方メ ー ト ル/時 ) の推定図

( 昭和 5 0 年度現在 )

‐ 蓬 ‐ AM襲窒と繊麗‐遊離菱(轢殺箋,
A 1 0 9 7莇、町 中 0

智 頭 町 ▲
　 　

亀 1 0 ケ カ メ ト ルノう時 ネ濱

凡 驫 l o 汀 カ メ ト ル/時

A 5o 立方メ 紗/時

例 ▲ 脚 サル 約し時
。 i D Q O OOO ワo km

(2) 自動車排出ガス対策

自動車排出ガスの規制については 、 昭和 4 7 年 1 0 月 中央公害対策審議会の中間答

申に基づ き 、 環境庁は昭和 4 9 年 1 月告示第 1 号 ( 5 0 年度規制 ) で自 動車排出ガス

量の許容限度を示し たが、 当初目標値の達成時期を昭和 5 3 年度と し 、 昭和 5 0 年 2

月 同告示の一部改正 ( 5 1 年度規制 ) を行い規制を強化 した 。 その主な内容は次の と

お り であ る 。
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表 1 5 乗用車の 自動車排出ガス規制

自 動 車 の 種 別 測定方法
年 度

4 8 年 度 規 制 5 0 年度規制 5 1 年度規制

C O H C N 0 x C O H C N0 x C O H C Nox

用車(新車

普遜 自動車

小型 自動
章 ･ 軽 自動

車 ( 乗車定

員 1 0 人以

下の乗用車

ガ ン j ン車

L P G 車

2 サ イ ク

ノレ エ ノ ン

ン以外の
エ ン ノ ノ

を有する

自動車

等価慣性重量が

1 0 0 o kタ以下

の 自動車 ( 4 サ
イ ク ル エ ノ ン ン

の軽 自 動車 を除

く o )

ド

( 1 8 4 )

(驫 ) 〕

( 2 9 4 )

遜り 〕

( 2 1 8 )

( 装 お 〕
( 2 1 ) 0 25 )

( 1 2 )

0 5

( o 3 )

( 2 1 ) 0 25 )

( o 6 )

1 2

( o 85 )

0 5

( o 3 )

等価慣性重量が
1 0 0 0 将 を超

え る 自 動車 ( 4
サ イ ク ル エ ン ン

ン の軽自動車 を

含む。 )

2 サ イ ク ルエ ン ン ンを有す

る 軽 自動車 ( 1 8 3 ) ( 1 6 6 ) ( o 3 )

普通 自 動車

･ 小型 自動
車 ･ 軽 自動

車 ( 乗車定

員 1 0 人以

下の乗用車

ガ ノ ン ン車

L P G車

2 サ イ ク

ノレエ ン ゾ

ノ以外の
ェ ン ゾ ン

を有する

自動車

等価慣性重量が

1 0 0 o kg以下

の 自 動車 ( 4 サ
イ ク ′レエ ノ ン ン

の軽 自動車を除

く o )

ド

/

(60 ) ( 7 0 )

( 9 0 )

4 0

( 2 5 )

( 6 0 ) ( 7 0 )

( 6 0 )

9 0

( 7 0 )

4 0

( 2 5 )

等価慣性重量が

1 0 0 o kg を超

え る 自動車 ( 4
サ イ ク ル エ ン フ

ンの軽自 動車を

含む。 )

2 サ イ ク ル エ ノ ノ ン を有す

る 軽 自 動車

(注 ) 単位は 1 0 モ ド にあ っ ては タ ノ効、 1 1 モ ド に あ っ て は , / t e であ る 。

数字は許容限度を不し 、 ( ) 内 は平均排出量であ る 。

〔 〕 内は L P G 車を不す。

本県においては 、 さ 割こ ｢大気汚染の現況｣ の 2 で述べたよ う に 自動車排出ガスに

よ る 大気汚染の進行は認め られないが、 今後更に監視体制を整備 してい く 方針であ る 。

(3) 公害防止条例

大気汚染防止法の一部改正が、 昭和 4 5 年 1 2 月 に公布 され、 昭和 4 6 年 6 月 2 4

日施行 さ れたのに伴い、 従前の公害防止条例 ( 昭和 4 4 年 1 2 月 2 0 日 公布 ) を廃止

し 、 新 し く 、 条例 を昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日 公布 し 、 昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら 、 パー

ク 炭製造施設及び貯蔵施設 ･ 打編機 . 混打編機を粉 じん関係特定施設と し 、 施設管理

基準 ( 表 1 7 ) を定めて規制する こ と と し た。
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表 1 6 粉 じん関係特定施設と 規模

施 設 名

1 パー ク 炭 ( の こ屑、 木皮等を炭化 さ せ微粉炭に し た も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2 打綿機及び混打綿機

表 1 7 粉 じん関係特定施設に係 る構造並びに使用及び管理に関す る基準

管 理 基 準 ･

次の各号のいずれかに該当する こ と 。

1 粉 じんが飛散しに く い構造の建築物内に設置 されてい る こ と 。

2 フ ー ド及び集 じん機が設置 されてい る こ と 。

3 戸 ･ 窓等が密閉 されてい る こ と 。

4 前各号 と 同等以上の効果を有す る 措置が講 じ ら れてい る こ と 。

表 1 8 公害防止条例に基づ く 粉 じん関係特定施設種類別届出数

( 昭和 5 1 年 3 月 末現在 )

施設 ＼~遜、鰹所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 計

打 綿 機
1 4

( 1 2 )

8

( 8 )

6

(6 )

2 5

( 2 5 )

3 8

( 3 4 )

5

( 5 )

9 6

( 9 0 )

混 打 綿 機
2

( 1 )

9

( 1 )

1 1

( 2 )

パ ー ク 炭 製 造
( 貯蔵 ) 施 設

1

( 1 )

1

( 1 )

2

( 2 )

計
1 6

( 1 3 )

9

( 9 )

6

( 6 )

3 5

( 2 7 )

3 8

( 3 4 )

5

( 5 )

1 0 9

( 9 4 )

注 ( ) は事業場の数であ る 。



第 3 章 水 質 汚 濁

第 乍 節 水質汚 濁の 現状

1 健康項目 ( シア ン アル キル水銀 有機 リ ン カ ド ウ ム 鉛 六価 ク ム ヒ素

総水銀 ･ P CB)

健康項目 について 1 3 河川 ( 千代川水系、 天神川水系、 日野川水系 、 旧加茂川、 新加

茂川、 蒲生川 、 塩見月 【、 河内川、 勝部川、 由良川 、 加勢蛇川、 阿弥陀川 、 佐陀川 ) 1 0 4

地点25 17検体 、 4 湖沼 ( 湖 山池、 東郷池、 多鯰池 、 中海 ) 1 5 地点 2 4 3 検体並びに 2

海域 ( 美保湾、 日本海沿岸 ) 1 6 地点 2 1 6 検体、 合計 1 3 5 地点 2 9 7 6 検体の調査

を行っ た 。

測定結果では、 全検体 と も 環境基準に適合し てお り 、 健康項目 に関 し ては、 水質は清

浄であ っ た 。

、 2 生活環境項 目

(1 ) 概 要

主要河川 ･ 湖沼及び海域の水質汚濁につ いて生活環境項目 の代表的指標であ る IX)D

又は C O D の年平均値 ( 河川につ いては B O D 、 湖沼海域については C O D ) で示せ

ば次の 2 通 り であ る 。

メ 河川 1 級河川 ( 千代川 . 天神川 . 日野川 川こつ い て は おお む ね下流部 は類型

A ( B O D 2 p血以下 ) 、 上流部は類型A A ( B O D 1 p皿以下 ) で清浄であ る 。

2 級河川 ( 蒲生川 塩見川 河内川 勝部! - - ･ 由良川 ･ 加勢蛇川 阿弥陀用 及び

佐陀′ = ) は、 塩見用 ( B O D 1 3 ~ 2 5 p靱類型相当A~ B ) 、 勝部用 ( B O D 1 0 ~

3 6 皿類型相当 A A~ C ) を 除 く 河川については、 水質 ( 類型相当 A A~A ) は清浄

で ある 。

都市河川 ○日袋川、 玉川及 び旧加茂川 ) については、 旧袋川は 0 9 ~ 1 0 1 p興 玉

川 は o 6 ~ 1 4 0 皿、 旧加茂川は 1 6 1 ~ 2 7 2 p撫であ る 。 こ れ を河川の平均値でみ

る と 、 旧袋川 4 9 p随 ( 河川類型 C相当 ) 、 玉川 7. 5 仰 く 河川類型 E相当 ) 旧加茂川

2 4 5 皿 ( 河川類型E よ り 悪い ) と 水質は汚濁 して いる 。

湖沼 湖沼 ( 湖山池 ･ 東郷池 ･ 多鯰池及び中海 ) については、 湖 山池は 6 1 ~ 6 3

p皿 ( 湖沼類型 C 相当 ) 、 東郷池は 5 8 ~ 6 1 p即 ( 湖沼類型C 相当 ) 、 多鯰池は 3 4 ~

3 7 p即 ( 湖沼類型B相当 ) 、 中海は 4 0 ~ 6 6 p皿 ( 湖沼類型B ~ C ) の水質であ る 。

海域 海域 ( 美保湾及び日 本海沿岸海域 ) につ いては、 美保湾は 1 . 8 ~ 2 6 p皿 ( 海

域類型A ~B 相当 ) と 、 やや汚濁 している が、 日 本海沿岸海域については 0 7 ~ 1 . 5

p即 ( 海域類型A相当 ) と 、 水質は清浄であ る 。
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表 1 9 生活環境に係る 環境基準項目 の う ち B O D 又は C O D の概要水域名 地点名 の彌B

環境基準 の水域類型 孵
脳

増
僻

畑
靴

煉
椰

荊
鵡

蘂
鮫

戦
*

河級
系

系
縣

D
1
泳

泳
ー

(
代

辯
職

河
千

露
橋
楠
橋
常
質
瀬
谷
岡
寺
野
尾

後
田
原
泉
鴨
城
町
金
西
手
柴

生
尾
幡

口
榎
山
戸
市
寺

歌
田

代
門

原
森

勝
賀
八
行
源
稲
佐
市
毛
米
方
岸
下

田
小
大
今
穴
巌
河
関
今
横
片

皆
車
八
瀧
下
生
矢
福
法

16
11

第
07

07
第

08
07

第
第

第
M

10
24

07
第

邨
09

07
第

第
11

"
節

約
影

第
06

“
“

第
燧

約

A
A
A
船
舶

貽
於
船
三

-
A

A
榮
船
舶

-
-

-
-

-
-

-
A

A
船
船
舶
船
舶

-
-

A
A
船
船
舶
船

籍
船

船
舶

船
A

榮
B

榮
榮

船
船
籍
船
舶

A
螢
榮

船
A
船
舶
船
舶
船

A
船



水 域 名 地 点 名
B O D

( p皿 )
環 境 基 準
の水域類型

水域類型
の 相 当

小松谷川

板井原川

( 2 級 河 川 )

蒲 生 川

塩 見 月 -

河 内 川

勝 部 用

由 良 川

加勢蛇川

阿弥陀川

佐 陀 川

( 都 市 河 川 )

旧 袋 川

玉 川

旧加茂川

青 木

吉 尾

ご 地 点

"

"

"

"

“

弁 天 橋

出 合 橋

巌 城

西 仲 町

灘 町 橋

旭 橋

1 6

0. 5

0 7 () 1 4

1 . 3 () 2 5

1 1 () 1 5

1 . 0 () 3 6

0 7 () 0 9

0 5 () 0. 6

0 7 () 1 1

1 0 () 1 5

8. 8

2. 8

3 9

1 4 0

1 6 1

2 5 0

一

A

A A

A A~A

A~ B

A

A A~C

A A

A A

A A~A

A A ~A

E

B

C

E よ り 悪い

E よ り 悪い

E よ り 悪い

水 域 名 地 点 名 B(品 P
環 境 基 準
の水域類型

水域類型
の 相 当

〔 湖 沼 〕

湖 山 池

東 郷 池

多 鯰 池

中 海

〔 海 域 〕

美 保 湾

日 本海沿岸

海水浴場

4 地 点

4 地 点

3 地 点

4 地 点

7 地 点

1 地 点

8 地 点

18 地 点

6 1 () 6 3

5 8 () 6 1

3 4 () 3 7

4 0 () 6 6

1 8 () 2 6

1 9

0 8 () 1 1

0. 7 () 1 5 AA一AABAA
C

C

B

B ~ C

A ~B

A

A

A

註 B O D 、 C O D 値は各測定点の平均値であ る 。
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表 2 0 生活環境に係る 環境基準

1 河 川

項で虱型 利 用 目 的 の 適 応 性

基 準 値

該 当 水 域水素 イ オ ン濃

度 ( PH )

蝋箪孃

蜴到甦量 ( BOD )

浮 遊 物 質 量

( S s )

溶 存 酸 素 量

( DO )
大 腸 菌 群数

AA

水 道 1 級
自 然 環 境 保 全 お よ び
A 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6 5 以上

8 5 以下
1 PPm以下 2 5 P砲以下 7 5 p抑以上

5 0MPN

/1 0 0翔“以下

別に閣議決定

話こよ り 水域類
厩 ご と に指定

する 水域

A 茶 醸 そ 栩
およ び B 以下の欄に掲げる も 溌

6 5 以上

8 5 以下
2 p鰡以下 2 5 P鈍以 下 7 5 p圓以上

1 0 0 OMPN

/1 0 0翔“以 ト

B

水 道 3 級
水 産 2 級
およ びC 以トの欄に掲げる も の

6 5 以上

8 5 以下
3 PPm以下 2 5 P即以ト 5 p樋 以 上

5 0 0 0MPN

/ 1 0 0加“以下

C

水 産 3 級
工 業 用 水 1 級
およ びD 以下の欄に掲げる も の

6 5 以上

8 5 以下
5 卿以下 5 0 P蛔以予 5 p翅 以 上

D

工 業 用 水 2 級
農 業 用 水
お よ び E の 欄 に 掲 げ る も の

6 0 以上

8 5 以下
8 p脚以下 10O P川以下 2 p卯 以 上

E

工 業 用 水 3 級

環 境 保 全

6 0 以上

8 5 以 ト
1 0皿以下

ごみ等の浮遊
が認め ら れ な

い こ と 。
2 PPm 以 上



湖 沼

( メ然湖沼およ び貯水量 1 0 0 0 万立方 メ ー ト ル以上の人ゴ湖 )

頭で訟 利 用 目 的 の 適 応 性

基 準 値

該 当 水 域水素 イ オ ン濃

度 ( PH )

化学的酸素要

求量 ( COD )

浮 遊 物 質 量

( S S )

溶 存 酸 素 量

( m )
大 腸 菌 群 数

A A 転義鱒な.“瀦
6 5 以上

8 5 以下
1 p皿以下 1 p皿以下 7 5 p皿以上

5 0MPN

/1 0 0形以下

、

別に閣議決定
によ り 水域類
型 ご と に指定
す る 水域

A 茶 道 ぜ 、 2 3 綴
およ びB 以下の欄 に掲げる も 穣

6 5 以上

8 5 以下
3 PPm以下 5 p即以下 7 5 ppm以上

1 0 0 OMPN

/1 0 om“以下

B 生 業 産用 水3 , 鱗
奏 よ び C業の欄 に 掛 るず る も 務

6 5 以上

8 5 以下
5 p卿以下 1 5 P即以下 5 Ppm 以 上

C
工 業 用 水 2 級

環 境 保 全

6 0 以上

8 5 以下
8 p即以下

ごみ等の浮遊
が認め ら れな
い こ と 。

2 PPm 以 上

ノ

困 1 自然環境保全
2 水 道 1 級

級
級
級
級
級
級
級
級
級
全

水 産

工業用水 1

環 境 保

自然探勝等の環境保全
ろ過等によ る 簡易な浄水操作を行な う も の
沈殿ろ過等によ る通常の浄水操作を行な う も の
前処理等を伴 う 高度の浄水操作を行な う も の
ヤ マ メ 、 イ ワ ナ等貧腐水性水域の水産生物用 な ら び “□水産 2 級およ び水産 3 級の水産生物用
サ ケ料魚類およ びア ユ等貧腐水性水域 ( 貧栄養湖型 ) の水産生物用 およ び水産 3 級の水産生物用
コ イ 、 フ ナ等、 β ー 中腐水性水域 ( 富栄養湖型 ) の水産生物用
沈澱等によ る通常の浄水操作を行な う も の
薬品注入等によ る 高度の浄水操作 を行な う も の
特殊の浄水操作 を行な う も の
国民の 日常生活 ( 沿岸の遊歩等を含む。 ) において不快感を生 じ ない限度
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海 域

湛＼飜 利 用 目 的 の 適 応 性

基 準 値

該 当 水 域水素 イ オ ン濃

度 ( PH )

化学的酸素要

求量 ( COD )

溶 存 酸 素 量

( DO )
大 腸 菌 群 数 油 分

A

水 産 1 級
水 浴
およ びB 以下の欄に掲げ る も の

7 8 以上

8 3 以下
2 p即以下 7 5 P膊以上

1 0 0 OMEPN

/ 1 0 0影以下
N D

、

B

水 産 2 級
工 業 用 水
およ ひ C の 欄 に 掲 げ る も の

7 8 以上

8 3 以下
3 皿以下 5 p即 以 上 N D

C 環 境 保 全
7 0 以上

8 3 以下
8 p即以下 2 p卯 以 上

鰯 1 水産 1 級 マダ イ 、 ブ j 、 ワ カ メ 等の水産生物用およ び水産 2 級の水産生物用

〃 2 級 ポ フ 、 ノ リ 等の水産生物用

2 環境保全 国民の 日 常生徳 ( 沿岸の遊歩等 を含 む ) において不快感を生 じない限度



(2 ) 水 域 別

ア 河 川

の 三大河川

千代川 千代川の水質を年平均値でみれば、 PH 6 7 ~ 7. 0 、 DO 9 4 ~ 1 0 6 p卸

B O D 0 6 ~ 1 6 P皿、 S S 2. 8 ~ 8 3 p皿であ る 。 B O D についてみれば、 上流部

の毛谷 0 7 ppm、 市瀬 0 8 p即、 佐貫 0. 6 p血、 稲常 0 7 p皿、 源大橋 0 7 皿であ る のに

対 し、 行徳 o 8 p即、 八千代橋 1 1 皿、 賀露 1 . 6 p叩 と 、 都市部の下流で若干汚濁 し

ている 。 千代川に流入する 八;和 = ( 米岡、 万代寺、 岸野 ) は 0. 5 ~ 0 9 p卯で清浄

な河川 と いえ る が、 私都川 ( 下門尾 ) は 1 4 p即で若干汚濁 し ている 。

千代川は有富川か ら上流は類型A A、 下流は類型A の環境基準が定め ら れてお

り 、 類型A A及びA の水域共にpH 、 D 0 、 S S は環境基準を満足 している と い え

る が、 B O D は賀露で 1 2 回測定の う ち 4 回環境基準 を満足 していな いが、 その

他の地点はほぼ満足 している 。 なお、 大腸菌群数については、 類型A A 、 Aの水

域共に環境基準を満足し ていない。

水質汚濁状況を昭和 4 9 年度と 昭和 5 0 年度の B O D で比較す る と 、 千代川 は

質露 ( 1 5 → 1 6 皿 ) を除 く 地点 ( 毛谷 o 8 → 0 7 p興 市瀬 0. 9 → 0 8 p典 佐貫

0 9 → 0 6 p即、 稲常 0 9 → 0 7 p典 源大橋 0 9 → 0 7 p興 行徳 1 2 → 0 8 p風 八

千代橋 1 . 3 → 1 1 p即 ) は全て昭和 4 9 年度に比べて きれいにな っ てい る 。 支流で

は、 八東川 ( 岸野 o 8 → o 5 p皿、 万代寺 1 . 0 → o 8 p卯、 米同 1 . 0 → 0 9 皿 ) が昭

和 4 9 年度に比べて き れいにな っ ている のに対 し 、 私都川 ( 下門尾 1 . 3→ 1 . 4 p閲 )

がわずかに悪化 してい る 。

天神川 天神川の水質はpH 6 7 ~ 6 8 、 D O 9 ~ 1 0. 9 皿、 B O D 0 5 ~2 3

P即、 S S 2 7 ~ 7 3 皿であ る 。 B O D についてみれば、 上流部の穴鴨 0 6 p興 今

泉 0 5 p即、 大原 0 7 皿で水質は清浄であ る が、 それよ り 下流部の小田では 2 3 p即

最下流部の田後 1 o p凹 と な っ ている 。

天神川に流入す る 小鴨川は、 巖城 0 9 p風 それよ り 上流 ( 河原町、 関金、今西 )

は 0 6 ~ 0 7 p即で清浄であ る 。 三徳川は、 横手で 1 1 p皿であ る も のの片柴は 0 9

p凹で、 ほぼ清浄であ る 。 加茂川は森で 0 6 p皿 と 水質は清浄であ る 。

天神川は小鴨川合流点か ら上流は類型A A 、 下流は類型Aの環境基準が定め ら

れてお り 、 測定結果を環境基準に比べる と 類型A A の水域ではPH、 D 0 、 B O D

S S は環境基準を満足 している 。 類型Aの水域では 、 PH、 D 0 、 S S は環境基準

を満足 してい る 。 B O D は 田後では 2 4 回測定の う ち 環境基準を上回 っ たのは 1

回だけであ る が、 小田 では 3 0 回測定の う ち 1 2 回環境基準を満足 していない。

なお、 大腸菌群数については、 類型A A 、 A の水域共 環境基準を満足してい
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たよ し 、 。

水質汚濁状況 を昭和 4 9 年度 と 昭和 5 0 年度の B O D で比較する と 、 天神川 は

上流の穴鴨 ( 0 5 → 0 6 p皿 ) を 除いた ( 今泉 0 6 → 0 5 ppm 、 大原 0 9 → o 7 p加 、

小田 3 0 → 2 4 p皿、 田後 1 6 → 1 o p圓 ) 水質は き れいに な っ てい る 。 支流の小鴨

川 ( 今西 0 8 → o 6 pp吸 関金 0 8 → 0 6 p風 河原町 0 9 → 0 7 p即、 巌城 1 1州) 9

皿 ) と 水質は き れいにな っ てい る が、 三徳川 ( 片柴 0 5 → 0 9 p皿 、 横手 o 8→1 1

p皿 ) と 、 わずかに水質か悪化 している 。

日 野川 日野川の水質はPH 6 7 ~ 7 0 、 D O 1 0 1 ~ 1 0 8 P卯 、 B O D 0 6 ~

1 2 P蛔、 S S 4 1 ~ 1 0 5 皿で あ る 。 B O D についてみれば、 上流部の矢戸 0 6

p皿、 生 山 o 7 ppm 、 下榎 o 7 皿、 武庫 o 7 p卿、 溝 口 0 6 p凹、 八幡 0 6 p則 で水質は盾

浄で あ る 。 下流部の車尾 1 2 p随、 皆生 1 o ppm と 多少汚濁 し ている 。

日野川に流入する 板井原 ( 高尾 ) は 0 5 ppmで清浄で あ る か、 法勝寺川は法勝寺

1 o p卸、 福市 1 . 6 p加で下流部て汚濁 してい る 。

日野川は 日野橋か ら上流は類型A A 、 下流は類型A の環境基準か定め ら れてお

り 、 測定結果を環境基準と 比べてみる と 、 類型 AA 及 びA の水域共にpH、 D 0 、

B O D 、 S S は環境基準を満足し ている と いえ る 。

なお 、 大腸菌群数については類型A A 、 A の水域共環境基準を満足 していな い。

水質汚濁の現状を 昭和 4 9 年度 と 昭和 5 0 年度の B O D て比較す る と 、 車尾

( 1 2 → 1 2 p聴 ) が横ばい その他の地点 ( 生山 0 8 → 0 7 p即、 下榎 0 8 → o

p即、 溝 口 0 8 → 0 6 p卯、 八幡 0 7 → 0 6 p風 皆生 1 3 → l o p趾 ) で は き れいにな

っ ている 。 支流の法勝寺川 ( 福市 1 7 → 1 6 p即 ) は き れいにな っ ている 。

図 8 三大河川の水質 ( 生物学的酸素要求量 B O D ) 測定結果

日 本 海 美 保 湾日 本 海

矢戸 生山

代
寺

千
代
川

谷

1 0 1 5km 1 okm 0 5 1 0 1 泳m
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表 2 1 三大河川の水質測定結果

河 川 名 地点名 調査回数 pH D 0P皿 B O DP則 S SP則
大腸菌群数

MPN/1 O 0 祕

千代川水系 千代川
賀 露

八千代橋

行 徳

源 太

稲 常

佐 貫

市 瀬

毛 谷

1 2

8

2 4

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

7 0

7 0

6 9

6 9

6 9

6 9

6 9

6 7

9 4

1 0 2

1 0 4

1 0 6

1 0 6

1 0 5

1 0 2

1 0 4

1 6

1 1

0. 8

0 7

0 7

0 6

0 8

0 7

6 3

8 3

5 8

5 3

3 0

2 8

5 2

3 1

2 6 × 1 0 3()7 9 × 1 0 4

1 3 × 1 0 ()1 7 × 1 0 4

3 3 × 1 0 2(〕1 1 × 1 0 5

7 0 × 1 02 ()79 × 1 0 3

5 4 × 1 0 2 ()79 × 1 0 3

2 3 × 1 02()1 3 × 1 0 4

33 × 1 0 2()1 7 × 1 0 4

1 1 × 1 0 2 ′し1 3 × 1 0 4

八東川
米 岡

万 代 寺

岸 野

1 2

1 2

1 2

7 0

6 9

6 7

1 0 5

1 0 7

9 7

0 9

0 8

0 5

7 5

5 7

1 8

2 7× 1 02(〕1 .3 × 1 0 4

4 9 × 1 0 2 (〕35 × 1 0 3

6 8 × 1 0 ()1 3 × 1 0 4

私都g I - 下 門 尾 1 2 6 9 1 0 4 1 4 5 . 8 7 .9 × 1 02 ()5 4 × 1 0 4

天神川水系
天神川

田 後

小 田

大 原

今 泉

穴 鴨

2 4

3 0

1 2

1 2

1 2

6 8

6 8

6 8

6 7

6 8

1 0 9

9 7

1 0 7

1 0 6

1 0 4

1 0

2 3

0 7

0 5

0 6

6 1

7 3

5 3

3 4

2 7

3 3 × 1 0 2()3 5× 1 0 4

3 3 × 1 0 2(〉16 × 1 05

2 4 × 1 0 3()5 4 × 1 04

4 9 × 1 0 ()1 7 × 1 04

1 7× 1 02 ′し4 9 × 1 0 3

小鴨川
巌 城

河 原町

関 金

今 西

1 2

1 2

1 2

1 2

6 9

6 9

6 9

7 0

1 0 5

1 0 2

1 0 5

1 0 . O

0 9

0 7

0 6

0 6

7 0

3 4

4 9

8 2

7 9 × 1 02()1 3 × 1 0 4

国府川 福 光 1 2 6 9 1 0 1 1 2 1 2 1 7 0 × 1 02()5 4 × 1 0 4

ニイ徳訓 -
横 手

片 柴

1 2

1 2

6 8

6 9

1 0 3

1 0 3

1 1

0 9

4 8

2 5

4 9 × 1 0 2へ92 × 1 04

7 8 × 1 0 ()1 7× 1 0 4

加登月 日 森 1 2 6 7 1 0 5 0 6 2 2 1 7 × 1 02 ()7 9 × 1 0 3

日野川水系 日野川
皆 生

車 尾

八 幡

溝 口

武 庫

下 榎

生 山

矢 戸

2 4

3 0

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

6 9

6 9

6 9

6 7

6 9

6 8

7 0

6 9

1 0 4

1 0 4

1 0 8

1 0 1

1 0 5

1 0 4

1 0 4

1 0 6

1 0

1 2

0 6

0 6

0 7

0 7

0 7

0 6

6 0

9 5

4 3

5 0

9 3

9 6

1 0 5

4 1

3 3 × 1 0 2(〕1 7 × 1 0 4

4 9 × 1 0 2 ()8 8 × 1 0 4

3 3× 1 0 2()4 9 × 1 0 3

2 3 × 1 02 ()3 5 × 1 0 4

1 1 × 1 0 2()5 4 × 1 0 4

6 8 × 1 0 ヘノ35 × 1 04

1 3 × 1 0 2()5 4 × 1 0 4

49 × 1 0 ()3 5 × 1 03

*

! 1 l

福 市

法 勝 寺

1 2

1 2

6 8

6 8

9 8

1 0 3

1 6

1 . O

1 6 6

4 4

7 9 × 1 0 2()35 × 1 0 4

7 0 × 1 02へ6 4 × 1 0 4

板井胸 l 高 尾 1 2 6 9 1 0 2 0 5 3 2 4 5 ~1 1 × 1 0 4
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図 9 三大河川の水質の経年変化

凡 例

門
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“) 都市河川

鳥取市の旧袋用、 倉吉市の玉川 、 米子市の旧加茂川の水質を B O D でみれば旧

袋用は年平均 0 9 ~ 1 0 1 p如、 最高 2 5 0 皿 ( 丸山橋 ) 、 玉川は年平均 o 6~ 1 4 0

ppm、 最高 3 4 9 p皿 ( 西仲町 ) 、 旧加茂川 は年平均 1 6 1 ~ 2 7 2 p風 最高 7 1 2

p即 ( 土橋 ) であ り 、 都市河川はいずれ も 著 し く 汚濁している 。

都市河川の水質を昭和 4 9 年度と 昭和 5 0 年度の B O D で比べる と 、 旧袋用の

水質は昭和 4 9 年度の最高値 1 5 5 p皿に比べて、 昭和 5 0 年度は 2 5 0 p皿 と高 く

なっ ている が、 平均値でみ る と 、 昭和 4 9 年度 ( 1 0 ~ 9 8 p皿 ) に対 し昭和 5 0

年度 ( o 9 ~ 1 o 1 p則 ) と 、 ほ ‘瀦黄ばいの状態であ る 。

玉川の水質は、 昭和 4 9 年度の最高値 5 5 8 p皿に比べて、 昭和 5 0 年度は最高

3 4 9 ppm と 低 く な っ てお り 、 ま た 、 平均値 も 昭和 4 9 年度 ( 0 6 ~ 1 8 6 ppm ) に

対 し 、 昭和 5 0 年度 ( 0 6 ~ 1 4 0 p血 ) と 低 く な っ てい る 。

旧加茂川の水質は、 昭和 4 9 年度の最高値 4 4 1 ppmに比べて昭和 5 0 年度は最

高値 7 1 2 ppm と高 く な っ てお り 、 ま た 、 平均値 も 昭和 4 9 年度 ( 1 6 1 ~ 2 1 3

ppm ) に対 し 、 昭和 5 0 年度 ( 1 6 1 ~ 2 7 2 p皿 ) と 高 く な っ ている 。

1 0 都市河川のB O D測定結果図

旧加茂川

日 奏 日 本 海

[ 陰 本 綜 綵 孚 至松 江 代 も
　 　 　 　

O 側 0 20P o 3処 ‘卸 om

2 う 02 7 0 27 0P皿

BOD

増幅洋門 , . 継続. ･ '
　 　 　 　　　 　 　 　 　 　
橋 橋 橋 橋 橋
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表 2 2 都市河川の水質測定結果表

河′ ｢ 瑶 地点名 調査回数 pH D OP皿 B O DPPm S S PIm
大腸菌群数

MPN/1 0 0冠

旧袋川
浜 坂

弁 天 橋

丸 山 橋

出 合 橋

若桜 橋

吉方 橋

大 小t

1 2

1 8

1 8

3 0

1 8

1 8

6

7 0

6 9

6 9

6 9

6 9

6 9

7 3

5 1

4 9

6 9

8 3

8 7

9 2

1 0 8

1 0 1

8 8

5 1

2 8

3 3

3 4

0 9

2 4 8

1 6 2

1 6 9

1 5

1 8 6

1 4 3

6 1

9 4 x 1 0 4 ~ 1 8 × 1 0 5<

2 4 × 1 0 4 ~ 1 6 × 1 0 6

l 1 × 1 0 3~ 2 4 x 1 0 5

2 3 x 1 0 3 ~ 1 8 x 1 0 5<

4 9 × 1 0 3 ~ 3 5 x l 0 5

1 3 × ] 0 4 ~ 5 4 × 1 0 5

4 9 × 1 0 2 ~ 4 9 × 1 0 4

玉川
巌 城

宮 川 町

西仲 町

明 倫
小轍那戍薊

八 幡 町

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

6 9

6 9

7 1

7 2

7 3

6 5

5 2

7 7

8 9

1 0 3

3 9

1 0 8

1 4 0

8 0

0 6

2 1 8

1 4 6

1 9 5

1 1 3

3 8

1 1 × 1 0 2 ~ 1 6 × 1 0 5

1 6 × 1 0 4~ 1 8 x 1 0 5

9 2 × 1 0 3 ~ 1 8 × 1 0 5

7 9 × 1 0 2 ~ 1 8 × 1 0 5

3 3 × 1 0 2 ~ 1 3 × 1 0 4

旧加茂川 橋橋橋橋橋町神I灘天旭1爛
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

6 8

6 9

6 . 8

6 8

6 8

4 2

3 6

4 1

4 6

5 4

1 6 1

2 7 2

2 5 0

2 7 0

2 7 0

1 2 3

1 9 7

2 1 3

2 4 1

2 7 9

9 5 × 1 0 4 ~ 1 8 × 1 0 6

2 4 × 1 0 5 ~ 1 6 × 1 0 6

4 9 x 1 0 4 ~ 1 6 × 1 0 6

7 9 × 1 0 4 ~ 9 2 × 1 0 5

1 1 x l 0 5~ 9 2 × 1 0 5

　 　　
　

! ! ′

仂 二級河川

県内の主要二級河川であ る 蒲生川、 塩見用、 勝部川、 由良川、 加勢蛇川、 阿弥陀

! ] ! l l 、 佐鰯 = の各 3 地点について年 4 回行 っ た調査結果を B O D でみ る と 、 蒲生川は
! 中流の太田 1 o p興 恩N志 o 9 p皿、 河 口 に近い本庄では 1 4 p随 と な っ てい る 。 塩見用

&ナ筈鰯淫 1 R o皿- 羞+^ ? り nm 製川 = ? に nh莉 河戌刊 = れキ 立 ロ 1 に nnm 定 1 1 nm 李暸｢ メ
▼Q 閉K ▲ 〉 r戸、 堝+ ~ “ r戸、 !細川 ム U r{ 例門川恐木 ] 4 J YA 旧 具 疑麺･ 五小A 4

p皿、 勝部用 は春田 2 0 ppm、 吉川 1 o pm、 青谷 3 6 ppm と 汚濁 してい る 。 由良川は東亀

谷 0 7 p皿、 穴沢 o 9 p興 瀬戸 0 9 p皿、 加勢蛇用は三本杉 o 6 ppm 、 八反田 o 5 p即、 上
靴鰍認菩皺々 阿熱戦飯店*… 妙に 〔 “ ^^~ .才ネ ^一畑±

けちお U U YW L 偏桴この 0 O PHJ ゴ小斑コ′ = ◇▲ ′界ミ 1 1 理阻 ･ 咳〕臆嗅 U / 胛岻･ け明寸 U U P印 と “ま “ば有

　

伊勢 0 6 p即 と 清浄であ る 阿弥陀用は原 1 1 ppm 坊領 0 7 ppm 所子 0 9 p皿 と 6刻ま情

であ る 。 佐陀用は福万 1 o ppm 、 吉長 1 5 皿、 佐陀 1 5 ppm と比較的汚濁 してい る 。

水質汚濁伏流を昭和 4 9 年度の B O D で比較す る と 、 勝部用 ( 1 3 ~ 2 3 → 1 0

~ 3 6 p蛔 ) を除いて、 蒲生川 ( 1 7 ~ 2 1 → o 9 ~ 1 4 p圓 ) 、 塩見用 ( 1 8 ~ 2 7

→ 1 3 ~ 2 5 皿 ) 河内川 ( 1 4 ~ 1 9 → 1 1 ~ 1 5 p即 ) 、 由良川 ( o 8 ~ 1 2 → o 7

~ o 9 ppm ) 、 加勢蛇川 ( o 5 ~ o 6 → o 5 ~ o 6 p凹 ) 、 阿弥陀川 ( 1 1 ~ 1 8 →0 7

1 1 p皿 ) 、 佐陀川 ( 1 8 ~ 2 1 → 1 0 ~ 1 5 ppm ) は水質は良 く な っ ている 。
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図 1 1 二級河川 B O D測定結果

を
總

＼＼
　　　

　
日 本海 日 本海 日 本海 日本海 日本海

-

ニニニ 阿弥 由 良川 青谷

秀　 　 　 　 　 　
川 坊領 勢 東亀谷

ぽ 髯降 穴沢
　　 　 　 　 　

吉長

日 本海 日本海

BOD 三一 本庄

4 随観, 滞 宝木 澪 ≧- 細川 鞄 “ぷ海士 塩 川

阿弥 陀川 油 箭 渓 円
来日

2 2

1 5 1 5

i l o 1

BOD Bdの 3 6 BOD はめ 激)D
　　 　　　 　　 　　　 　　

川
2
1

13
ル

塩
5
2
【

山
2

1
一

滞
3

23 加 勢 蛇川 3 由 良川 3 勝部川 3 河 内 川 3 2 塩見 j = 3 蒲 生川
2 2 2 2 2 2

1 4 1 5 1 3 1 4
1 n “ 1 1 1 A

- 0 9 0 9 ^ 【 ･ 1 U ･ 1 ‘ 1 0 9 1 U
n □ ^ ハ ー ゼ - - 一 川 上 上 且 且 一 一
U O 0 5 U 0 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　谷
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表 2 3 二級河川の水質測定結果表

河川 陷 地点名 凋獄 pH DOP叩 BO DPPm S S P凹
大腸菌群数

MP N/ 1 0 0 M

蒲生川
本 庄

悪 志

太 田 444
6 8

6 9

6 7

1 0 8

1 0 6

1 0 3

1 4

0 9

1 0

4 3

3 2

5 8

1 3 × 1 0 2 ~ 1 4 × 1 0 3

9 5 × 1 0 2 ~ 7 0 × 1 0 3

3 3 × 1 0 ~ 4 9 × 1 0 2

塩見川
細 川

海 士

箭 僕 444
6 9

6 6

6 9

1 0

8 0

1 0 4

2 5

2 2

1 3

5 9

6 6

3 5

7 9 × 1 0 2 ~ 3 5 × 1 0 4

1 7 × 1 0 3() 1 1 × 1 0 4

4 9 × 1 0 2 ~ 3 5 × 1 0 4

河内川
宝 木

宿

来 日 444
6 8

6 8

6 8

9 9

9 8

1 0 3

1

1 . 1

1 5 4 03 04 0
7 9 × 1 0 2 ~ 5 4 × 1 0 4

3 3 × 1 0 3 ~ 1 7 べ 1 0 4

7 9 × 1 0 ~ 2 8 × 1 0 3

勝部用
青 谷

吉 川

善 田 444
6 8

6 8

6 9

8 2

1 0 3

9 9

3 6

1 0

2 0

8 0

4 2

5 7

5 4 × 1 0 4 ~ 1 8 x 1 0 5

3 3 × 1 0 2 ~ 1 1 × 1 0 4

1 3 × 1 0 3 ~ 1 6 × 1 0 5

由良川
瀬 戸

穴 沢

東 亀 谷 444
6 8

6 8

6 9

9 5

9 0

9 8

0 9

0 9

0 7

1 8 7

2 0 3

1 3 . O

2 4 × 1 0 3 ~ 7 0 × 1 0 4

7 9 × 1 0 2 ~ 5 4 × 1 0 4

1 4 × 1 0 3~ 3 5 × 1 0 4

加勢蛇用
上 伊 勢

八 反 田

三 本 杉 444 後れ"
1 0 3

1 0 6

1 0 8

0 6

0 5

0 6

1 3 5

1 5 0

1 5 0

4 5 × 1 0 ~ 3 5 × 1 0 4

2 0 × 1 0 ~ 7 9 × 1 0 3

4 5 × 1 0 ~ 1 8 × 1 0 5

阿弥陀川
所 子

坊 領

原 444
7 5

7 5

7

1 0 3

1 0 1

9 9

0 9

0 7

1 1

3 6

5 7

2 5

1 7 × 1 0 2 ~ 1 3 × 1 0 4

7 9 × 1 0 2 ~ 4 9 × 1 0 3

4 9 × 1 0 3 ~ 1 7 × 1 0 4

佐陀川
佐 陀

吉 長

福 万 444
7 1

7 0

7 4

1 0 2

9 7

1 0 4

1 5

1 5

1 0

2 0 3

1 3 0

1 2 3

1 7 × 1 0 3 ~ 2 5 x 1 0 5

9 5 × 1 0 2 ~ 1 7 × 1 0 4

3 3 × 1 0 3 ~ 1 3 × 1 0 4

月

ゼ イ 湖 沼

湖山池の水質は 4 地点の平均値はPH 7 8 ~ 8 0 、 D o l o o ~ 1 0 7 P即 、 C O Dげ の 湖 山 池6 1 ~ 6 3 P即、 S S 1 2 5 ~ 1 5 5 p留で、 各地点の水質の差は少な く 池全体が汚

′ 濁 し ている 。

湖 山池は類型A の環境基準が定 め ら れてお り 、 測定結果 を環境基準 と 比べ てみる

‘ と D o 、 大腸菌群数は環境基準を満足 し ている が、 PH は 4 8 検体中 1 5 検体 、 COD

! - ' ←



は 4 8 検体中 4 7 検体が環境基準を満足 してお らず、 C O D の年平均値でみれば

類型 C に該当 して いる 。 S S は 4 8 検体の う ち 4 2 検体環境基+を満足 してお ら

ず、 S S の年平均値てみれば類型 B ~ Gこ該当 し ている 。

水質汚濁状況 を昭和 4 9 年度 と 昭和 5 0 年度のC O Dで比較する と 、 昭和 4 9

年度 5 0 ~ 5 6 p抑か昭和 5 0 年度 6 1 ~ 6 3 皿 と 水質は悪化 してい る 。

“) 東 郷 池

東郷池の水質は、 4 地 点の平均値はPH 8 4 ~ 8 6 、 D O 9 0 ~ 1 0 1 皿、 COD

5 8 ~ 6 1 ppm、 S S 1 0 4 ~ 1 5 5 皿 で PH は 高 い アル カ リ 性 を示 している が、

こ れはプ フ ン ク ト ン発生によ る 炭酸同化作用に起因す る と 考 え ら れ る 。

東郷池は類型Aの環境基準が定め ら れてお り 、 測定結果を環境基準 と比べてみ

る と pH は 4 8 検体中 2 5 検体、 D O は 4 8 検体中 1 1 検体、 C O D は 4 8 検体の

全てが環境基準を満足 していない。 C O D の平均値でみれば類型 C に該当 してい

る 。

S S は 4 税検体中 4 7 検体が環境基準を満足 してお ら ず年平均値でみれば類型

B ~C に該当 し ている 。 大腸菌群数は 4 8 検体中 1 0 検体が環境基準を満足して

し 、 Zま し 、 。

水質汚濁状況を昭和 4 9 年度と 昭和 5 0 年度の C O Dで比較す る と 、 昭和 4 9

年度 6 9 ~ 7 1 皿が昭和 5 0 年度 5 8 ~ 6 1 p則 と な っ てお り 水質は良 く な っ てい

る 。

釛 多 鯰 池

多鯰池の水質は、 3 地点の平均値PH 6 . 6 ~ 6 7 、 D 0 7 8 ~ 1 0 2 P即、 C O D

3 4 ~ 3 7 P颯 S S 2 4 ~ 5 3 皿で、 C O Dでみれば汚濁した湖沼 と いえ る 。

水質汚濁状況を昭和 4 9 年度 と昭和 5 0 年度のC O D で比較する と 、 昭和 4 9

年度 3 1 ~ 3 3 p皿が昭和 5 0 年度 3 4 ~ 3 7 p皿 と な っ てお り 、 水質はやや悪 く な

っ てい る 。

⑭ 中 海

中海の水質は、 1 2 地点の平均値でみ る と PH 7 9 ~ 8 4 、 D 0 5 7 ~ 9 2 p皿、

C O D ( アル カ リ 法で測定 した 7 地点を除 く 。 ) 4 0 ~ 6 6 p皿、 S S 3 1 ~ 1 9 8

p即で、 C O D についてみれば米子湾中央部が最 も 汚濁 してお り 年平均値 6 6 p皿で

あ る 。

境水道中央部は年平均値 4 0 皿で、 測定点の中では汚濁が少ない地点であ る 。

中海は類型A の環境基準が定め ら れてお り 、 P鶏ま 1 8 0 検体中 2 2 検体、 D O

は 1 7 6 検体中 7 6 検体環境基準を満足 していない 。 C O D は アルカ J 法によ る

測定点 を除 く 5 地点。十 9 4 検体の う ち 8 1 検体環境基準を満足 してお ら ず、 COD
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の年平均値でみれば類型B ~ C と な っ て いる 。 S S は 1 2 地点計 1 5 節倹体の う

ち 、 1 0 3 検体環境基準を満足 してお らず、 年平均値でみれば類型A~ C に該当

している 。

大腸菌群数は 1 2 地点計 1 5 8 検体の う ち 2 5 検体環境基準を満足 していない

水質汚濁状況を昭和 4 9 年度 と 昭和 5 0 年度のC O D で比較する と 、 昭和 4 9

年度 2. 9 ~ 6 1 皿が、 昭和 5 0 年度 4 0 ~ 6 6 pm と な っ てお り 水質はやや悪 く な

っ てい る 。

湖山池の C O D測定結果

襞

R

殴
pH 雑響 S中S 艀ルノー⑧ 影 I

　 1 2 8 0 1 0 7 6 3 t a7 3狄か1 叙事

　 1 2 7 8 l oq 6 2 1 第 23Xb~79×m2

3 1 2 7 8 1 0g 6 1 1 3 4 2 へ) 2 8 × 1 0 2

4 1 2 7 9 1 0 7 6 3 1 5 5 2 へ) 2 2 × 1 0 3

図 1 3 多鯰池の水質調査結果

｣J 3 1 2 7 8 1 QQ 6 1 1 3 4 2 ~ 2 8 × 1 Q 2 簸

　 　 　図 1 4 東郷池のC O D測定結果

翼
陸

殴
甜 按著 SゆS

^“-… {

Mpy l oO M

1 6 0 1 5 1 3以跨 1 泳事

2 1 2 8 4 90 5 9 1 1 2 7狄 1伊 1孫m4

3 き 2 8 5 9 9 6 1 1 55 4 ゆく 1。-- 1 7×m 3

4 1 2 8 4 9 6 S 8 1 0 4 2のく 】o~ 35× 103
地嚢
樫

殴
留 Dmo の解D S中S

大腸菌群数

M>N/ 10 0 死

] 6 7 78 3 7 5 3 4 6× 瓦ン] 1 7× " 0 2

23X 食}し 22× 1 0 2

3 L 6 6 田8 3 6 3 4 7D×1G一 1 7× 1 0 3
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ウ 海 域

の 美 保 湾

美保湾の水質は、 8 地点の年平均値はPH 8 3 ~ 8 4 、 D 0 7 8 ~ 8 1 皿、 COD

1 8 ~ 2 6 皿、 油分不検出であ り 、 C O D につ いてみれば、 境水道が流入する境

港市昭和町境港防波堤燈台の北方 0 2 Kmが最 も 汚濁 してお り 、 2 6 p皿、 日 野川河

口附近 4 地点 1 8 ~ 2 3 pM、 その他の 3 地点 1 9 ~ 2 0 p皿 と な っ てい る 。

美保湾は境港外港港湾計画水域は類型B 、 その他の水域は類型Aの環境基準が

定め ら れてお り 、 類型 B の水域は PH、 D 0 、 C O D 、 大腸菌群数、 油分のいずれ

も 全測定値が環境基準を満足 し ている

類型A の水域 ( 7 地点 ) は 、 PHは 8 4 検体の う ち 2 5 検体環境基準を満足して

いない D O は、 8 4 検体の う ち 2 8 検体満足 していない。 C O D は 8 4 検体の

う ち 3 9 検体環境基準を満足し てお ら ず 、 特に境港市昭和町境港防波堤燈台の北

方 o 2 脆n地点は 1 2 検体の う ち 8 検体、 日野川河口 附近は 4 地点 4 8 検体の う ち

2 2 検体環境基準を満足 していな い。 C O D の年平均値でみる と 、 A~ B に該当

している 。 大腸菌群数、 油分は環境基準 を満足 してい る 。

水質汚濁状況を昭和 4 9 年度と 昭和 5 0 年度のC O D で比較す る と 、 昭和 4 9

年度 1 6 ~ 2 2 皿が昭和 5 0 と年度 1 8 ~ 2 6 p皿 と やや水質が悪化 してい る 。

“) 日 本海沿岸海域

日本海沿岸海域の水質は距岸 1 腕の沖合 8 地点及 び 1 8 海水浴場で測定を行っ

たが、 距岸 1 胸の 8 地点ではpH 8 3 、 D 0 7 1 ~ 7. 6 p即、 C O D 0 8 ~ 1 1 P皿、

油分不検出、 1 8 海水浴場ではPH 8 1 ~ 8 2 D 0 6 8 ~ 8 8 P皿、 C O D 0 7 ~

1 5 p随 、 油分不検出 と な っ て いる 。

日 本海沿岸海域は、 類型Aの環境基隼が定め ら れてお り 距岸 1 Kmの 8 地点では 、

pH 、 C O D 、 大腸菌群数、 油分は全て環境基準を満足 している が、 D O は 2 M検

体の う ち 、 1 3 検体が環境基準を満足 し ていない。 海水浴場ではPH 、 C O D 、 油

分は環境基準を満足 してい る がD O は、 1 8 地点中 1 7 地点環境基準を満足し て

いな い。 大腸菌群数は、 小浜海水浴場 ( 3 回測定の う ち 、 1 回環境基準を オ ーバ

ー ) を 除いて、 他の海水浴場はいずれ も 環境基準 を満足 している 。

日 本海沿岸海域の水質は 、 昭和 4 9 年度に比べて良 く な っ ている
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図 1 5 美保湾の C O D 測定結果

=

⑤ ⑥ も
安来市 ｣ ,

Q p 1, 0km

調査
地点
番号

調査回数 pH
D O

PPm

C O D

P即

大 腸 菌 群 数

MP N/ 100祕

油 分

P即

1 1 2 8 4 8 0 2 6 1 8 以下~ 2 2 x 1 0 3 N D

2 1 2 8 3 8 0 1 9 1 8 以下~ 4 9 x 1 0 2 N D

3 1 2 8 3 8 0 2 0 1 8 以下~ 1 3 x 1 0 2 N D

4 1 2 8 3 7 8 1 9 1 8 以下~ 1 1 x 1 0 3 N D

5 1 2 8 3 8 1 1 8 1 8 以下~ 4 9 x 1 0 2 N D

6 1 2 8 3 7 9 2 0 1 8 以下~ 5 4 x 1 0 3 N D

7 1 2 8 3 8 0 2 1 1 8 以下~ 1 8 x 1 0 て N D

8 1 2 8 3 7 9 2 3 1 8 以下~ 5 4 1 0 3 N D
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図 1 6 日 本海沿岸海域の C O D測定結果

浦
富

　　　　　　　　　　　中海

1 : 5 0 0 0 0 0
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第 2 節 水質汚濁防止対 策

環境基準のあてはめ

水質汚濁に係 る環境基準は昭和 4 5 年 4 月 2 1 日 に閣議決定さ れた。 こ の環境基準は、

人の健康保護に関す る 環境基準と生活環境の保全に関する 環境基準か ら な っ ている 。

人の健康の保護に関す る 環境基準は、 全公共用水域に･一律に適用 さ れ、 かつ、 直ち に

達成維持す る も の と さ れている 。

生活環境の保全に関する 環境基準は、 河川 、 湖沼、 海域 ごと に利用 目的に応じ て知事

があてはめ る こ と と さ れてお り 、 県下の公共用水域の う ち千代川、 天神川、 日野川、 湖

山池、 東郷池、 中海、 美保湾及び日本海沿岸海域について、 水質汚濁に係る 環境基準の

水域類型のあ てはめ を 行い、 これを水質保全行政の 目標 と し てい る 。

表 2 4 主要水域の環境基準

水 域 名

告 不

年月 日

類 型

環境基準 の

達 成 期 間

基 準 値

PH Bの ①D S S DO
斌

群 数
紛

靴琳曙
l l

l

=

上流 (有富川 と の合流 点か ら 上流 )

上流 (小鴨川 と の合流点か ら上流)

上流 ( 日 野橋か ら 上流)

街 9 L4 河川 AA 直ちに達成
す る 。 6 監

P即

咳冴

PPm 餌皿

2 5
彦亦

P迎

7 6
賜娃

鞆

l 00"“

酷

P皿

代柵勤千天日
-

-

l

下流 (有富川 と の合流 点か ら 下流)

下流 (小鴨川 と の合流点から 下流)

下流 ( 日 野橋か ら下流 )

第 9 14 河川 A 直ち に達成
す る 。 6 監 鴉好

僚 斑 鬘製

一 3 9 -



水 域 名

告 不

年月 日

類 型

｢環境基準 の

達 成 期 間

基 準 値

PH Bの COD S S DO
増題

群 数
紛

湖山池全域

東郷池全域

斐伊川水系の中 海及 び境水道

第 9 14

“ め 組

湖沼 A 5 年以内 て
可及的すみ
やか ｣達成
す る 。

鷺
PPm P卸

鉈亦

ppm

穢舞
P皿

7 5
を葱 理

PPm

美保湾 (計画港湾施設内の海域)

美保湾 (その他 の海域)

鳥取県地先海域 (美保湾 を除 く )

焔 3 幻

蟷 3 め

海域 B

A

A

直ち し達成
ず盈ネM十 一
生粋姫茨
ん導き納
~るふし杖夙

直ち&達成
する 。

咀討
7 8~

8 3

製獅

笈亦

を遥

鍵 騨

磨、
逮
覊絆

｣&

2 環境基準達成のた めの施策

環境基準の類型あてはめ を行 っ た水域の う ち 、 特に水質汚濁の進行が見 られ る湖 山池

と 東郷池、 中海、 美保湾につい ては 5 年以内に可及的速やかに環境基準を達成する た め

の各種の施策を推進し ている 。

表 2 5 湖山池、 東郷池、 中海及び美保湾の環境基準達成のた めの施策

施 策 の 名 称 湖 山池 螂池 中 海 美保湾

公共下水道の整備促進

工場 事業場の排水規制強化

し尿処理施設、 家畜の飼養施設の適正な維持管理の強化

清掃事業の強化

湖沼、 河川の整備の推進

浄化用水の導入

栄養塩類の実態の解明

底質の対策

適正な土地利用 。十面の策定

動力船の使用制限 0000000〇 0000000〇 00000〇 0000
　

ん
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水質汚濁規制

排水規制につ いては水質汚濁防止法、 上乗せ条例及び鳥取県公害防止条例によ る 規制

を行 っ てい る 。 水質汚濁防止法に よ る 規制は 7 7 種類の事業場で あ り 、 上乗せ条例によ

る 規制 は、 中海、 美保湾水域 ( 米子市、 境港市、 日 吉津村 ) を適用区域 と し 1 日 の平均

的な排出水の量が 2 5 m3以上の特定事業場を規制対象 と して、 昭和 4 8 年 1 1 月 1 日 か

ら 適 用 し た 。

排水基準は当初水質汚濁防止法の一般基準 ( B O D 、 C O D平均 1 2 0 皿、 最大1 6 o

p即、 s s 平均 1 5 0 ppm、 最大 2 0 0 皿 ) と 暫定基準 ( B O D 、 C O D平均 2 0 0~ 1 , 8 0 o

p即 、 最大 1 6 0 皿~ 2 3 o o p典 S S 平均 2 5 0 ~ 1 , 5 0 0 ppm、 最大 3 3 0 ~2, o o o p皿 ) と

す るが 、 昭和 5 1 年 1 1 月 1 日 以降は一般基準 を適用す る 。 ただ し 、 美保湾海域の汚濁

負荷量の約 8 0 パー セ ン ト を しめ るパル プ工場に対 しては 、 パルプ製造業、 木材化学工

業について段階的に排出基準の規制を強化 し、 昭和 5 2 年 3 月 か ら は一般基準よ り厳 し

い基準を適用す る こ と と した 。

鳥取県公糟≠防止条例に よ る 規制は、 1 日 の平均的な排出水の量 5 0 m3以上の集団給食

施設についてはB O D 、 C O D を規制項目 と し 、 ド フ ムかん更生業、 鉄道業、 自動車整

備業、 ガン J ン スプ ー シ ョ ン等について “護由分 を規制項 目 と し昭和 4 7 年 4 月 1 日か ら

規制を行っ ている 。

水質汚濁の発生源であ る工場、 事業場についてみ る と 、 水質汚濁防止法で届出が義務

づ け ら れた特定事業場は 1 8 0 0 事業場あ り 、 こ の う ち排出水の B O D又 は C O D等の

項 目 が規制 さ れる特定事業場 〔 1 日 当た り の平均的排出水の量が 5 0 mり以上 ( 米子市、

境港市、 日吉津村においては 1 日 当た り の平均的排出水の量が 2 5 m3以上 ) 〕 は 2 3 6

事業場であ る 。

鳥取県公害防止条例では、 届 出が義務づけ られた汚水関係特定事業場は 5 1 2 事業場

で、 こ の う ち排水基準の適用 を受け る汚水関係特定事業場は 1 7 事業場である 。

水質汚濁防止法及び鳥取県公害防止条例によ る 工場、 事業場の指導状況は立入検査事

業場 1 1 1 5 件、 こ の う ち水質調査事業場 6 0 1 件、 排水基準に違 反 し て い る 事業 場

1 0 5 件で違反率 1 7 5 パー セ ン ト と な っ ている 。

これ ら の違反に対 し て、 改善を指示 した事業場が 1 5 0 事業場で、 こ の う ち 4 事業場

( 家畜飼養施設 1 、 畜産食料品製造業 3 ) に対 して改善命令の措置を取っ た 。

- 4 1 一
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表 2 6 水質汚濁防止法の特定事業場一覧表 ( 昭和 5 1 年 3 月 3 1 日 現在 )

保 健 所 名

事 業 場 の 区 分

鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 而 合 。十

届出 印旛/日以上 届出 ぬ姪/日以上 届出 即齋/日以上 届出 50艀/日以ヒ 届鴉 印旛/日以上 50旙/日未満第厨/日以上 届出 斡胖/日以上 届出 印旛/日以上 斡雌/□未満芻胖/日以上
1-2 家畜飼養施設 2 1 1 2 5 1具 3 2 1 4 o 1 0 1 03 1

2 畜産食料品製造業 4 3 7 2 7 3 9 4 2 1 3 0 1 0 2

3 水産食料品製造業 39 4 1 1 7 3 6 2 1 4 1 2 1 1 9 2 1 1 2

4 野菜果実の保存食料品製造業 4 1 4 9 4 1 2 2 1

5 みそ、 し ょ う油 、 ソース 、 食酢等製造業 2 6 1 3 2 1 2 1 4 3 2

8 パ ン 、 菓孑製造業 , 製あん業 2 5 2 1 l
｣

9 1 1

9 米菓製造業 1 4 1 1 6 1

1 0 飲料製造業 3 1 0 2 1 4 1 1 3 3 3 4 5 l 3

1 1 動物係飼料 、 有機質肥料製造業 1 1 1 1

1 2 動植物油 月艷製造業 14 3 1 1 5 1

1 6 めん類製造業 3 2 1 8 9 1 2 4

1 7 豆腐 、 煮豆製造業 1 5 36 1 7 6 0 4 7 1 1 4 1 8 9 1

1 9 紡績業 、 繊維製品製造業 1 1 7 2 6 1 4 3

2 2 木材薬品処理案 1 1

2 3 パル プ 、 紙 、 紙加工品製造業 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 5 7 1 0

無機化学工業製品製造業 1 1

有機化学上業製品製造業 2 2

5 4 セ メ ン ト 製品製造業 5 8 2 8 8 1 2 3 3 1

5 5 生 コ ン ク J - ト 製造業 6 3 4 6 1 一丁重一 2 0 1

5 9 砕 石 業 2 6 l 2 ヱ 6 5 1 7 6

60 砂利採取業 1 3 2 4 2

6 1 鉄 鋼 業 14 1 2 1 1 3 2 1

6 4 ガ ス供給案 2 2 1 1 3 3

65 酸又は ア ル カ ノ に よ る 表面処理施設 5 5 3 2 2 1 1 0 7 1

6 6 電気 メ ノ キ施設 3 2 1 4 2

6 6-2 旅 館 業 24 9 4 5 0 37 1 1 1 60 3 2 1 8 7 2 9 9 6 9 1 7 52 7 7 9

6 7 洗 た く 業 1 2 1 3 1 2 4 1 6 6 1 2 6 1 50 1 2

6 8 写具現像業 2 1
2 1

6 9 と 畜 場 1 1 1 1 2 2

7 1 自 動式車輛洗浄施設 1 3 1 9 27 2 6 3 5 3 2 6

7ト2 試験朝先機関等 1 4 2 4 1 2 4 1 4 2 4 4 48 8 4

7 2 し尿処理施設 5 5 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 20

7 3 下水道終末処理施設 2 2 1 1 3 3

7 4 特定事業揚がら排出される7畑灘理施設 4 3 4 3

合 計 41 3 34 1 96 3 1 17 1 8 4 24 5 3 526 75 46 1 24 7 1 800 1 90 4 6

(注 ) 中海 美保湾水域 ( 米子市、 境港市 、 日 吉津村 ) は上乗せ条例の制定に よ り 排水量 2 5 皿ツ日 以上が規制の対象 と な っ て い る 。



表 2 7 鳥取県公害防止条例の汚水関係特定施設一覧表

( 昭和5 1年 3 月 3 1 日現在 )

沫
鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 巾 合 計

届出 めど/日以上 届出 503m/日以上 届出 50ゴ/日以上 届出 50ゼノ日以上 届出 50甘/日以上 届出 503m/日以上 届出 50ゼノ日以上
集 団 給 食 施 設 9 9 3 1 6 5 1 9 5 3 1 5 9 1 1

ド フ ム 缶更生 業 ll 1 1

車 両 洗 浄 施 設 7 6 1 5 1 1 9 1 5 6 3 1 0 5 2 4 5 4 5 2 6

譜 8 5 1 6 0 2 2 1 7 2 8 1 2 5 7 4 8 1 5 1 2 1 7

表 2 8 工場事業場の指導状況

区 分
立 入 検 査
事 業 場
延 件 数

排出水調査
事 業 場
延 件 数

違反事業場

延 件 数

改 善 指 導

延 件 数

改 善 命 令

件 数

水質汚濁防止法の工

場 、 事 業 場
9 5 3 5 6 0 9 5 1 3 2 4

鳥取県公害防止条例

の 工 場 、 事 業 場
1 6 2 4 1 1 0 1 8

合 。十 1 1 1 5 6 0 1 1 0 5 1 5 0 4
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